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授業に関するૅجࣝ

学籍൪߸

学籍൪߸とは、学生ূにه載されている 7 ܻの൪߸です。入学と同時にҰ人ひとりに与され、͜の൪߸に基づき
出੮や成績なͲ在学中のすべての情報が管理されます。

� � � � � � �
ೖֶ ֶ෦ɾֶՊ ߸ਓ൪ݸ

学෦学Պ ൪߸
法学部法学科 01
経営学部経営学科 06
健康栄養学部管理栄養学科 07
国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科 08
スポーツ科学部スポーツ科学科 09

学生ূ（ূ໌ॻ）

　学生ূは本学の学生である͜とをূ໌する分ূ໌ॻになりますので、ৗにܞଳしてください。

【学生ূのఏ͕ࣔඞཁͳ場߹】
　ᶃ定期試験時
　ᶄ大学૯合૭ޱདྷ๚時
　ᶅ各種ূ໌ॻのൃ行時
　ᶆਤॻؗ利用時
　ᶇ本学教職員のٻがあるとき

【༗ޮݶظ】　４ϲ年

【取扱্のҙ】
・本学の学生ূは、スϚートϑΥンに表ࣔするࣜܗのデジタル学生ূをಋ入しています。スϚートϑΥンのങいସ͑や

ฆ失があった場合には、再度、認ূが必要になります。
・退学ʗ除籍により学生の分がなくなった場合には、学生ূはແޮ（ログインできない）になります。

学੍ظ

　本学では、̍をલ期と後期の̎期に分けています。ݪ則として、各科目はલ期・後期͝とに࣮ࢪされます。

લظ ظޙ

4 ݄ 1 ʙ 8 ݄ 31  9 ݄ 1 ʙ 3 ݄ 31 

̍章　େֶੜ׆ʹ͓͚Δૅجࣝ

�



म業ؒظ

　大学で学Ϳ͜とを学修といい、大学を卒業するためには規定の学修期ؒを経աする必要があります。͜の卒業まで
に必要な期ؒの͜とを修業期ؒといいます。本学ではमؒظۀΛֶ̔ظと学則で定めています。͜の修業期ؒに休学
期ؒはؚまれませΜ。また、̔（16 学期）を͑て在学する͜とはできませΜ。

授業ؒ࣌

　̍の授業࣮ࢪ時ؒは̍時͔ݶら̑時ݶで開講され、ͦれͧれ 105 分ؒで࣮ࢪされます。
　͜のଞに、Նق・ౙق休Ջ中にू中して開講する「ू中講ٛ」あります。

1 ݶ࣌ 2 ݶ࣌ 3 ݶ࣌ 4 ݶ࣌ 5 ݶ࣌

8ɿ30 ʙ 10ɿ15 10ɿ25 ʙ 12ɿ10 13ɿ00 ʙ 14ɿ45 14ɿ55 ʙ 16ɿ40 16ɿ50 ʙ 18ɿ35

学事ྐྵ

　学事ྐྵには授業期ؒや定期試験の程なͲ、大学で行Θれる༧定やイベントが掲載されています。大学の行事༧定
を確認する場合には、学事ྐྵを見るようにしてください。

୯Ґ੍にͭいͯ

　大学では「୯位制」の学修を進めていきます。授業科目にはͦれͧれ「୯位」がׂり当てられており、授業を履修
（授業を受ける͜と）し、試験に合格すると୯位を修得する͜とができます。

（１）୯Ґにͭいͯ
　すべての科目には「୯位」がׂり当てられています。「୯位」とは、授業科目の内容をͲれくらいの時ؒを͔けれ
修得できる͔をࣔしており、̍୯位につき 45 時ؒの学修を必要とする͜とがඪ४とされています。͜の 45 時ؒは
授業時ؒ（̍コϚ 105 分ʷ 13 ճ）と授業時ؒ外学修（༧श・復शなͲ）で構成されています（授業時ؒ外学修時ؒに
はレポート࡞成、課ؚまれます。）。
　下هの表は「̍୯位に要する学修時ؒ」の目安を「授業時ؒ」と「授業時ؒ外学修時ؒ」に分けてࣔしたのです。
科目の種別が講ٛ・ԋशなの͔、࣮験・࣮श・࣮ٕなの͔によって学修時ؒがҟなります。

Պछผ
１୯Ґにཁする学म45）ؒ࣌ （ؒ࣌

授業ؒ࣌ 授業ؒ࣌֎学मؒ࣌
講ٛ・ԋश 15 時ؒʙ 30 時ؒ 15 ʙ 30 時ؒ
࣮験・࣮श・࣮ٕ 30 時ؒʙ 45 時ؒ ̌ʙ 15 時ؒ

（２）ଔ業ཁ݅
　本学を卒業し学位を取得するためには、େֶʹֶ̔࠷ֶ͠ࡏظ 12�୯ҐΛमಘ͢Δ必要があります。124 ୯位の
内༁については学部・学によりҟなるため、履修Ψイドブック「ୈ̏ষ　履修্のҙ（学部ઐ߈科目 
」を必ͣ
。রしてくださいࢀ

（３）３年࣍ਐڃཁ݅
　͔̎࣍ら̏࣍に進級するためには、̎࣍ऴྃ࣌Ͱ �� ୯ҐҎ্ͷ୯Ґमಘが必要です。͜れをຬたさない場
合には、̎࣍留となって̏࣍に進級できませΜ。
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֤資料のσータ掲載場所

　学生けポータルサイト（事務ܥ）には、大学生活を送るう͑で必要になるサイトへのリンク、規程、Ψイダンス
で使用した資料、各種手続きのॻࣜ等が格納されています。必要に応じて活用してください。

　PC ൛では、UN*PA のトップϖージࠨ下͔らアクセスできます。サインインをするためにはϝールアドレスとύス
ϫードが必要です。スϚϗ൛では、UN*PA のトップϖージ࠷下部͔らアクセスできます。

ϝールΞυϨε ॳظύεϫーυ

V 学籍൪߸ !TU.ZHV.BD.KQ
（ྫɿV2501���!TU.ZHV.BD.KQ）

N5P8 生݄
（ྫɿN5P80401）

�



大学͔Βの連བྷにͭいͯ

　大学͔らの࿈བྷは、UN*PA や大学でൃ行している学生用 0VUMPPL ϝール（ˏ TU�ZHV�BD�KQ）を通して行Θれます。
大学生には自ら行動し、情報をूめる͜とがٻめられます。6/*1" ֶੜ༻ 0VUMPPL ϝʔϧʢ!TU�ZHV�BD�KQʣ
Λ֬ೝ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ݁Ռɺେֶ͔Βͷࣔࠂ௨ɺݺͼग़͠Λݟಀ͠ɺࣗͷཤम୯Ґʹ͍ͭͯॏେͳෆརӹ͕
ੜͨ͡ͱͯࣗ͠ݾͱͳΓ·͢ɻৗに࠷৽の情報を確認するश׳をにணけてください。

　大学で使用するシスςムにログインする時や情報にアクセスする時には、本学の学生である͜とを確認す
るための認ূが行Θれます。͜のときに使用するのが「౷合認ূ *%」です。౷合認ূ *% は入学時に通され
ます。授業時に使用する UN*PA で必要となるଞ、ূ໌ॻのൃ行等に必要となります。̐ؒれないよ
うに大事に保管してください。
˞ύスϫードをҙののにมߋする͜とがՄですが、れてしまうとॳ期ύスϫードにす࡞業が生じます。す

͙にリセットできない場合ありますので、มߋしたύスϫードはれないようにϝϞをするなͲして保管してく
ださい。

  １．6N*1" にͭいͯ  

　　UN*PA はօさΜが大学生活を送るう͑で必要ෆՄ欠となるポータルサイトです。大学の各部ॺや授業୲当教員͔
らの࿈བྷ、シラόスࡧݕ、履修登録、時ׂؒর会、成績র会、課ఏ出なͲのػがあります。

（１）6N*1" のϩάイϯํ๏
⁃ PC ͔らアクセスする場合

　以下の UR- にアクセスし、ログインしてください。ログインするための *% とύスϫードは౷合認ূ *% です。
౷合認ূ *% がΘ͔らない場合は、大学૯合૭ޱに問い合Θせてください。
。する͜とでアクセスできますࡧݕエンジンで「ZHV VOJQB」と入ྗのう͑ࡧݕ˞
ɹIUUQT���VOJQB�ZHV�BD�KQ�VQSY�

⁃スϚートϑΥン͔らアクセスする場合
　2R コードをಡΈ取ってログインしてください。

ೝূにͭいͯ

10
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（２）ը໘のղઆ
˓ PC ൛ UN*PA

˓スϚϗ൛ UN*PA

　　���1$ ൛ͱεϚϗ൛6/*1"ͷ
　　͚͍���　　
UN*PA はスϚートϑΥン・PC Ͳͪらでアクセス
する͜とができます。
外出ઌで授業の課なͲの৽ண情報を確認するときは
スϚートϑΥンでアクセスし、課ఏ出は自の PC
͔ら行うなͲঢ়گに応じて使い分けるとศ利です。

ᶃ ϝイϯϝχϡー UN*PA の各種ػのϝχューが表ࣔされています。
スϚϗ൛ではタップする͜とでϝχューがల開します。

ᶄ 掲ࣔ൛（ॏཁ事߲） 大学の各部ॺや教員͔らの告ࣔ、通ୡ、ݺび出し等、ॏ要なおらせが表ࣔされ
ます。ຖ必ͣӾཡするように৺がけてください。

ᶅ イϯϑΥϝーγϣϯΤϦΞ アイコンをクリックする͜とで、各種ػにϖージがભ移します。各アイコンの
ӈ্に表ࣔされているࣈは掲ࣔや࿈བྷのະಡ件を表しています。

ᶆ εέδϡールΤϦΞ 学生けのイベント༧定や、履修登録した授業の時ׂؒ・休講情報等、学生に関
するスέジュールが表ࣔされています。

【ओͳػ】

11



　　����6/*1"ΞϓϦʹ͍ͭͯ
　UN*PA アプリとは、UN*PA ͔ら৴される休講や教ࣨม
なͲの大学͔らのおらせをスϚートϑΥンのプッシュ通ߋ
ػで受け取る͜とができる公ࣜアプリです。また、掲ࣔ
൛や時ׂؒ確認なͲ、Ұ部のػアプリ൛͔ら確認する͜
とがՄです。アプリで載されていないػを利用したい
場合は、؆୯にスϚϗ൛UN*PAにりସ͑る͜とՄです。

ʲインストール方法ʳ
 AQQ 4UPSF または GPPHMF PMBZ にて UN*PA とࡧݕし、
　UN*PA アプリをダウンロードしてください。

ʦྫʧGPPHMF PMBZ の場合

 アプリのॳճى動時に以下の画໘が表ࣔされます。
IUUQT���VOJQB�ZHV�BD�KQ�VQSY�と入ྗし、࣍へをԡし
てください。

ᾀ Ϣーザ *% とύスϫードがٻめられたら、౷合認ূ *% を
　入ྗしてログインしてください。

˓アプリ൛ UN*PA

12
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  ２．0VUMooL ϝール（!TU.ZHV.BD.KQ）  

　大学（教員・学部 � 各課・センター）͔らのϝールでの࿈བྷはશて大学がൃ行している 0VUMPPL ϝール（!TU�ZHV�
BD�KQ）に送৴されます。ৗにϝールの࿈བྷを確認して必要な情報を取得する͜とはࣾ会人になって͔らٻめられます
ので、在学中͔らश׳Խするようにしてください。以下に、大学ൃ行のϝールアドレスを使用するための手ॱをઆ໌し
ます。

【ҙ】͜の項目の手ॱや画໘表ࣔは༷がมΘる場合があります。（2025 ݄̍ݱ在の༷でઆ໌します）

　͜͜ではスϚϗ൛の .JDSPTPGU 0VUMPPL アプリのઃ定方法をઆ໌します。ブラウザ「8FC ൛ 0VUMPPL」
やύιコンのϝールιϑト「0VUMPPL」でϝールを利用する方法や、ύスϫードのมߋ方法なͲについては、
以下の UR- にある.JDSPTPGU����ϝʔϧ�؆қར༻ϚχϡΞϧを確認してください。

ʦ.JDSPTPGU��� ϝʔϧ؆қར༻ϚχϡΞϧʧ�ɹɹɹɹɹɹɹɹ23ίʔυͪ͜Βˠ
IUUQT���XXX.ZHV.BD.KQ�DoNQVUFS�NBJM�NJDSoToGU3�5@NBJM@NBOVBM.QEG

（̍）JPIPOF（J04）は AQQ 4UPSF、AOESPJE は GPPHMF PMBZ ストア等͔ら.JDSPTPGU�0VUMPPL ΞϓϦをインストー
ルしてください。˞すでに別のアドレスで .JDSPTPGU 0VUMPPL アプリを使用している場合は、ઃ定（͜のϖージ
の࠷下部のઆ໌をࢀর）の中にあるΞΧϯτͷՃをタップし、続けてϝʔϧΞΧϯτͷՃをタップしてく
ださい。（આ໌（̏）に進Έます）

（̎）.JDSPTPGU 0VUMPPL アプリを開き、࣍のઆ໌（̏）のࠨ下ਤのアカウントのՃ画໘まで進Έます。˞్中、
別の表ࣔが出る場合は、࢝ΊΔやεΩοϓ、ଓߦなͲを選Μで進Μでください。また通に関する表ࣔが出る場
合は、༗ޮʹ͢Δや௨（またはଓߦ）、ڐՄなͲをタップして進Μでください。

（̏）ϝʔϧΞυϨε（V 学籍൪߸ !TU�ZHV�BD�KQ）を入ྗし、ΞΧϯτͷՃ （または৽͍͠ΞΧϯτͷՃ） 
をタップしてください。続けてύスϫード入ྗ画໘にりସΘるので、ύεϫʔυ（ॳ期ύスϫードは /518
ੜ݄）を入ྗし、αΠϯΠϯをタップしてください。

·ͨ
৽͠いΞΧϯトのՃ

ʦϢーザー໊（ϝールアドレス）ʧ
�V ֶ੶൪߸!TU�ZHV�BD�KQ

ʦྫʧ学籍൪߸が 2501000 の場合
　　  V2501000!TU�ZHV�BD�KQ

ॳ期ύスϫードɿ/518ੜ݄

u2501000＠st.ygu.ac.jp

13



（̐）「別のアカウントをՃ」の表ࣔが出る場合はޙͰ（またはεΩοϓ）を選Μでください。ͦの際、通に関する
表ࣔが出る場合は、༗ޮʹ͢Δや௨（またはଓߦ）、ڐՄなͲをタップしてください。࠷後に受৴トレイ（または
*OCPY）が表ࣔされれઃ定はྃです。

·ͨεΩοϓ

　　���ϝʔϧϚφʔʹ͍ͭͯ

　ࣾ会人になるとϝールをコϛュχέーシϣンツールとして活用します。ͦの時にに立つのがʠϝールϚφーʡ 
です。ϝールϚφーがしっ͔りできていると૬手͔らのҹがྑくなり、用件や目的が໌確だと問ղܾまでの
時ؒが短くなります。
　就職活動をする時にϏジωスϚφーをษڧするػ会があるとࢥいますが、1 生のう͔ͪら目্の方にけて
送るϝールやจ໘なͲをͲのように࡞成すると૬手にΘりやすい͔してΈましΐう。

14
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डߨに関するルール

ग़੮

授業は୯位修得のための学修時ؒに基づきઃ計されているので、まͣはશͯの授業にग़੮する͜ͱ͕લఏとなって
います。欠੮時が૯授業時ؒの 3 分の 1 を͑る場合、試験受験資格が与͑られͣ、୯位は認定されませΜ �。
体ௐ管理なͲにめ、授業はできるだけ休まないように৺がけましΐう。
　ˎ（ྫ）૯授業時ؒが 13 ճ授業の場合、5 ճ欠੮すると試験受験資格が与͑られませΜ。

（１）ग़੮ఏग़ํ๏
　出੮の取り方は授業によってҟなりますので、୲当の教員͔ら指定された方法で出੮のఏ出を行ってください。

（２）授業ࣨڭの֬ೝํ๏
　授業はͦれͧれ指定された教ࣨで受講します。教ࣨの確認方法は以下の 2 つです。　
ᶃ履修登録した科目の場合
　　UN*PA  �「表ࣔ」・「݄表ࣔ」・「履修授業」ʼ 当該授業の教ࣨを確認してください。

　ᶄまだ履修登録していない授業の場合
　　UN*PA ϝχュー  ʼ  開講授業Ұཡに掲載されています。

当以外の授業の情報（教
ࣨをؚΉ）は確認できます。

山学　太郎

山学　太郎

山学　太郎

̎章　ֶमੜ׆ʹ͍ͭͯ
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【ํݟදࣔのࣨڭ】

。রしてくださいࢀ物の場ॴや教ࣨのレイアウトについては、「ୈ̒ষ　校ࣷ案内」をݐ˞

ࠁ

　授業はࠁしない͜とがલఏです。事લにఱؾ༧報や交通ঢ়گを確認してࠁしないようにしましΐう。ສがҰ
。をͲのようにྀする͔は୲当教員の個別அとなりますࠁした場合、ࠁ

ಛผͳ事情にΑるܽ੮の扱い

（１）ެܽಧ
　やΉを得ない事情により授業を欠੮する必要がある場合、認められるॴ定の事༝であれ「公欠届」のఏ出をした
う͑で公欠の扱いを受ける͜とができます。公欠届のఏ出方法は、各ঝ認部ॺ͔ら৴される UN*PA 掲ࣔ等の案内
を確認してください。ެܽಧͷఏग़ݶظɺݪଇͱͯܽ͠੮͔Β �� Ҏ·ͨɺͦͷঝೝΛड͚Α͏ͱ͢Δֶ
ऴͰ͢ɻ࠷ݧࢼظͷఆظ

【ެ͕ܽೝΊΒΕる事༝ٴͼঝೝ෦ॺ】

事༝ ঝೝ෦ॺ

の場合（等以内ࡾ）Ҿきس

学事センター

ҩࢣのূ໌するইපの場合

員とࡋ、に基づき「に関する法ࡋ事ܐՃするࢀ員のࡋ」
しての務をՌたす場合

「学校保健安શ法ࢪ行規則」ୈ 19 条に基づくײછによる出੮
（রࢀを「ࢭ出੮ఀ」）の場合ࢭఀ

正課としてઃஔされている授業の࣮श（「教育࣮श」、「հ護等
体験࣮श」以外）にࢀՃする場合

教職課程にઃஔされている「教育࣮श」及び「հ護等体験࣮श」
にࢀՃする場合 教職センター

スポーツڧԽ指定選手として、大学が認定した試合や合॓等の
活動をする場合 カレッジスポーツセンター

学生センターにて管理する公認団体として、大学が認定した学
外活動にࢀՃする場合 学生センター

合理的なྀとして公欠が認められると学生センター健康૬ஊ
課でஅする場合 学生センター健康૬ஊ課

ͦのଞ、学が必要と認めた場合 学事センター

　なお、公欠のద用は、શ 13 ճの授業は 6 ճ、શ 26 ճの授業は 12 ճまでとします。

� 3 00
ᶃ ᶄ ᶅ
ʵ

थಙؗ ଟతࣨ
ᶆ ᶇ

ᶃݐ物൪߸（ʙ߸ؗ）
ᶄ֊
ᶅ通し൪߸

ᶆݐ物໊শ
ᶇ教໊ࣨশ
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（２）ग़੮ఀࢭ
　　以下にࣔすײછは、「学校保健安શ法ࢪ行規則ୈ 19 条」により、授業の出੮をఀࢭします。ײછにጶった場合、

またはٙいのある場合は、ͪに保健管理ࣨまで࿈བྷしてください。

छผ ප　　　　　名 ग़੮ఀࢭのؒظ

第
１
種

ʓエϘラ出݂　　　　　　　　ʓクリϛア・コンΰ出݂
ʓͦう　　　　　　　　　　　ʓϖスト
ʓೆถ出݂　　　　　　　　　ʓϚールブルグප
ʓੑٸփനԌ　　　　　　　　ʓラッサ
ʓジϑςリア　　　　　　　　　ʓॏثٵݺੑٸো害（4AR4）
ʓௗインϑルエンザ（H5N1）

༊するまで࣏

第
２
種

ʓ৽ܕコロφウィルスײછ ൃ後̑経աし、͔ つঢ়がܰշし
た後1経աするまで

ʓインϑルエンザ（ௗインϑルエンザを除く） ൃ後̑経աし、͔ つղ後̎経
աするまで

ʓඦ֏ 特༗の֏のফ失またはద正なྍ࣏が
ऴྃするまで

ʓຑ（はし͔） ղ後̏経աするまで

ʓ流行ੑࣖ下થԌ（おた;く͔ͥ） ࣖ下થのज்ൃݱ後̑経աし、な
お͔つશঢ়ଶがྑになるまで

ʓ෩（ࡾはし͔） ൃがফ失するまで

ʓਫ（ਫ΅うͦう） すべてのൃが͔さͿたになるまで

ʓҺ಄݁ບ（プール） ओ要ঢ়のফ退後̎経աするまで

ʓ݁֩およびບԌੑەບԌ ҩࢣによりײછのおͦれがないと認
められるまで

第
３
種

ʓコレラ　　　　　ʓ細ੑەཀྵ　　　ʓ管出݂ੑ大ײەછ
ʓチϑス　　　　ʓύラチϑス　　　ʓ流行ੑ֯݁ບԌ　
ʓੑٸ出݂ੑ݁ບԌ
ʓͦのଞײછප　ײછੑңԌ（ϊロウイルスؚΉ）、
　ϚイコプラζϚഏԌ、༹࿈ײەછなͲ

છのおͦれがなくなるまでײ

　出੮ఀࢭがղ除され登校する際には、ҩࢣのূ໌が必要です。ॴ定の用ࢴを本学ϗームϖージ͔らダウンロードす
る͔保健管理ࣨで受け取って、ͦ の用ࢴをҩྍػ関においてه入してらったう͑で保健管理ࣨへఏ出してください。
ͦの後、公欠の手続きを行ってください。また、ײછをࢭするため、出੮ఀࢭ期ؒは༑人等との৮はආけるよう
にしてください。（保健管理ࣨは 58 ߸ؗ（Ωャンύスセンター）2 ֊です）

1�



ߨิ・ߨٳ

ߨٳ（１）
ᶃ各授業科目の୲当者において、やΉを得ない事情がൃ生した場合には授業を休講する͜とがあります。
ᶄ休講は UN*PA 等で教員͔らपされます。
ᶅ教員͔らのपや特別な指ࣔがない場合で授業୲当者が授業開࢝時ؒより 30 分を経աして教ࣨにདྷない場合は、

大学૯合૭ޱへ授業の༗ແを必ͣ問い合Θせてください。
ߨิ（２）

　休講になった授業科目については補講が行Θれます。補講は補講期ؒ中に行う場合と教員の指定する༵・時ݶに
行う場合があります。時等については、UN*PA 等で教員͔らपされます。

ఆظ試験

ظ࣌ࢪ࣮（１）
　試験はલ期・後期とに、定期試験期ؒ中に࣮ࢪされます。ただし、Ұ部の科目は授業時ؒ中に試験を行う場合
あります。

（２）試験ํ๏

　　試験方法は、චه試験、レポート、ޱड़、࣮ٕなͲ、科目によってҟなります。

（３）試験ׂؒ࣌
　定期試験期ؒ中には UN*PA で試験時ׂؒがൃ表されます。通ৗの授業とҟなる教ࣨで࣮ࢪされる場合なͲがある
ので、よく確認してください。

（４）ड験資֨のࣦ
以下の場合には、受験資格を失い、୯位認定されないのでҙが必要です。
ᶃ学生ূのఏࣔがない場合
ᶄ UN*PA で、当該試験科目の履修登録をしていない場合
ᶅ学費等の納ٛ務をଵっている場合
ᶆ当該試験科目の欠੮時ؒが૯授業時ؒの 3 分の 1 を͑る場合

（５）ड験্のҙ事߲
受験時には以下のにҙしてください。
ᶃ受験の際には必ͣಜ者の指ࣔにैいॴ定の੮にணき、学生ূを্ص通࿏ଆにఏࣔしてください。
ᶄ試験開࢝લにϊート、ࢀ考ॻ、ϖンέース等はόッグ等に入れてҜࢠの下にஔいてください。なお、ܞଳి・

スϚートϑΥン等の通৴ثػは、試験開࢝લにిݯをった্で、όッグ等にしまってください。
ᶅ時計のアラームػや時計以外のػの使用、ܞଳి・スϚートϑΥン等の通৴ثػを時計として使用する͜

とは認めませΜ。
ᶆ下ෑはݪ則として使用できませΜ。
ᶇϊート、教科ॻ、ࢀ考ॻ等のࠐ࣋ΈڐՄの場合、試験時のିしआりはすべてࢭېです。
ᶈ試験開࢝ 15 分経ա後は入ࣨできませΜ。
ᶉ案をॻきऴ͑た場合、試験開࢝ 30 分経ա後、案用ࢴをॴ定の場ॴにఏ出し、退ࣨする͜とができます。
ᶊ案は、たと͑നࢴであって໊ࢯ、学籍൪߸を໌هし、ఏ出してください。
ᶋ試験においてෆ正行為があった場合には退ࣨをٻめます。またͦの後の処理については試験࣮ࢪ本部の指ࣔに

ैってください。
ᶌ試験がオンラインで行Θれる場合のҙ事項は、教員͔ら指ࣔがあるため、ͦの指ࣔにैってください。

20



第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

（６）ड験্のෆਖ਼ߦҝ
　以下の行為はෆ正行為です。なお、͜のෆ正行為は定期試験にՃ͑て、オンライン試験、レポート試験にద用さ
れます。
ᶃ受験者資格者以外の人物によるなりすまし
ᶄ案をෳ人にて協ྗして࡞成する行為
ᶅଞの受験者のճをႮする行為
ᶆカンχングϖーύー等の使用
ᶇࠐͪ࣋ΈがڐՄされているࢀর物へのղ等のॻきࠐΈ及びࢀর物のିしआり
ᶈࠐͪ࣋ΈがڐՄされていないࢀর物やॴ࣋の使用
ᶉカンχングや私ޠ等を計画的・組৫的に行う等のѱ࣭な行為
ᶊ試験の࣮ࢪやଞの受験者にஶしくӨڹを及΅す行為
ᶋ案࡞成に際して科目୲当教員またはಜ者の指ࣔにैΘない行為
ᶌͦのଞ、試験࣮ࢪ本部がෆ正と認める行為

　事情聴取の݁Ռ、ෆ正行為の事࣮が認定された場合には、ͦの後の受験をఀࢭし、当該学期શての科目の受験を
ແޮとし、ͦのධՁは試験์غの扱いとします。また、ͦの事࣮を学部及び保ূ人に通します。ͦの後の処分
は学則および学生懲戒手続き規程によります。

試験・࠶試験

（１）試験
試験とは、定期試験をやΉを得ない理༝のため受験できな͔った場合に行う試験です。
ᶃ試験を受験するには、「試験欠੮届」を大学にఏ出し、受験を認められなけれなりませΜ。
ᶄ「試験欠੮届」のఏ出は、ݪ則当該科目の試験ཌ͔ら 3 以内です。
　˞別్指定があった場合にはͦの指ࣔにैってください。
ᶅ「試験欠੮届」のఏ出には、以下のとおりのఴॻྨが必要です。

ܽ੮ཧ༝ ඞཁॻྨ
（ࡾ等以内）のࢮएしくはّ 会ྱঢ়等（ّ程等が確認できるҹ物）
࣬ප等 ҩྍػ関ൃ行のஅॻ（ただし、ࣃ科は対としませΜ）
交通事ނ 事໌ূނॻ

ిं等の延 延ূ໌ॻ（Ӻ等でൃ行されるの）

就職試験 、のূ໌を受けたの（ただし（公ி等・企業・団体）関ػしたࢪ用試験を࣮࠾
就職活動は対としませΜ）

大学等の表として出場するٕڝ会ए
しくはશ国レベル以্の大会への出場

当該大会のプログラムまたはࢀՃをূ໌するจॻにॴଐクラブの者（部
）の認ҹを受けたの

ͦのଞ 受験できな͔った理༝をূ໌するจॻまたはূ໌Մなॻྨ

ᶆ試験を欠੮した者に対し、再度の試験は࣮ࢪしませΜ。
ᶇ試験の受験資格者を、લ期開講科目は 7 ݄下०に、後期開講科目および通科目は 12 ݄中०にൃ表します。

試験࠶（２）
再試験とは、当該科目のධՁがҰ時保留の者に対し、再度行う試験です。
なお、法学部、経営学部、スポーツ科学部は 4 ࣍生のΈ、健康栄養学部はશ࣍が対となります。
ᶃ受験は本人のਃによりできるのではなく、大学が受験資格者を指定します。
ᶄ再試験の対者は、લ期開講科目であれ 7 ݄下०に、後期開講科目および通科目は 12 ݄中०にൃ表されます。
ᶅ再試験の࠷高ධՁは、̘ධՁ（60 ）とします。
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成績ධՁに関するルール

成績ධՁج४

　履修した科目の成績ධՁは、以下の表のとおり、アルϑΝベットで成績ূ໌ॻ等にه載されます。
　また、本学では、成績ධՁに基づき、GP（GSBEF PPJOU）を算出します。GP は、࣍の項でઆ໌する GPA の算出に
用いられます。

(1 ର ධՁ 成績ධՁج४ ߹൱ (1 ධՁ内容（ӳจදه）

(1 ର

4 100ʙ90

合格

4�0 特に優れている ï&YDFĳĳFOUð

̖ 89 ʙ 80  3�0 優れている（7FSZ GPPE）

# 79 ʙ 70  2�0 ଥ当と認められる（GPPE）

C 69 ʙ 60  1�0 合格と認められる（4BĻİĺĭBDĻPĹZ）

% 59 ʙ 0 
ෆ合格

0�0 合格と認められる࠷ݶの成績にୡしていない（'Bİĳ）

N4 غ์ 0�0 履修しているが࠷ऴ試験を受けな͔った場合及び࠷ऴ試験受験
資格をຬたさな͔った場合 ïNP 4IPX）

(1
ର֎

P 100 ʙ 60  合格 － 合格と認められる ïPBTT）

NP 59 ʙ 0  ෆ合格 － 合格と認められる࠷ݶの成績にୡしていない（NPO�QBTT）

R ୯位認定科目 － － 転ฤ入や留学なͲによりଞ大学等で修得した科目を本学の୯位
として認定 ïRFDPHOİ[FE）

8 履修中ࢭ － － ॴ定の手続きを経て履修中ࢭ ï8JUIESBXBMð

(1" ੍にͭいͯ

　GPA 制度は、大学でҰൠ的に用いられる成績ධՁ基४です。GPA とは、GSBEF PPJOU AWFSBHF のུで、各科目
の成績ධՁを（GSBEF PPJOU）に算し、ͦれを科目の୯位にじた後、すべての科目の合計を履修した୯
位の合計でׂり算する͜とで、学生Ұ人ひとりの 1 ୯位当たりの成績のฏۉを算出します。͜れにより、学生が
自の学修活動の進や౸ୡ度を確認できたり、学生に対するదな履修指ಋに活用したりできます。

（１）(1" ๏ํࢉܭ

在学期ؒ中における 		4�0 ʷ̨の修得୯位 
 ʴ 	3�0 ʷ̖の修得୯位 
 ʴ 	2�0 ʷ̗の修得୯位 

ʴ 	1�0 ʷ̘の修得୯位 

 の૯

在学期ؒ中における૯履修登録୯位 	 ̙、̨̣の୯位をؚΉ。

通算 GPA ʹ

当該度・学期における		4�0ʷ4の修得୯位
ʴ	3�0ʷAの修得୯位
ʴ	2�0ʷ#の修得୯位

ʴ 	1�0 ʷ C の修得୯位 

 の૯

当該度・学期における૯履修登録୯位 	%、N4 の୯位をؚΉ。

度学期 GPA
および度 GPA ʹ

【(1" 【における留ҙ事߲ࢉܭ
ᶃ GPA は、খୈ 3 位をޒࣺ࢛入し、খୈ 2 位までので、以下のとおり UN*PA での成績র会および成績

ূ໌ॻにه載されます。
　・UN*PA「成績র会」ʜ 度学期 GPA、度 GPA、通算 GPA
　・成績ূ໌ॻ ʜ 通算 GPA
ᶄෆ合格科目（% ධՁおよび N4 ධՁの科目）を再履修し、合格のධՁを得た場合、ͦれͧれ再履修લのෆ合格科目

については、算入しませΜ。
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ᶅෆ合格科目を再履修し、再履修の݁Ռ、再度ෆ合格だった場合、通算 GPA に算入するෆ合格科目は 1 科目分とします。
ᶆෆ合格科目に໊শ等มߋがൃ生し、มߋ後の科目を再履修する場合、มߋ後の科目が教育課程্、同等とΈなされ

るときは、同Ұ科目として通算 GPA を算出します。

（2）(1" ର֎のՊࢉܭ
ᶃ GPA 算出の対は、卒業要件に算入されるશての授業科目です。
　（教職課程の科目は、卒業要件対外の科目なので、算入されませΜ。）
ᶄただし、࣍の各߸に掲͛る授業科目に該当する場合は、GPA 計算の対外とします。
　・P、NP、8 及び R のධՁを受けた授業科目
　・学部及び教学センターにおいて、学が指定する授業科目
ᶅ GPA 対外となる授業科目は、以下のとおりです。

Պ܈ (1" ର֎Պ

スポーツ

スポーツ࣮ફ（όスέットϘール）
スポーツ࣮ફ（όレーϘール）
スポーツ࣮ફ（όドϛントン）
スポーツ࣮ફ（ॊಓ）˞ 2025 度ഇࢭ
スポーツ࣮ફ（ܰスポーツᶗ）
スポーツ࣮ફ（ܰスポーツᶘ）
スポーツ࣮ફ（トレーχング࣮ફ）
スポーツ࣮ફ（ٿ）
スポーツ࣮ફٕڝ A
スポーツ࣮ફٕڝ #
スポーツ࣮ફٕڝ C
スポーツ࣮ફٕڝ %
スポーツ࣮ફٕڝ &
スポーツ࣮ફٕڝ '
スポーツ࣮ફٕڝ G

（3）(1" 活༻ํ๏
ᶃ退学勧告の࣮ࢪ
　退学勧告とは、͜のまま成績がվળされなけれ卒業ができないՄੑが高いというܯ告であり、学生の自ओ的な

退学をଅすのとなります。
ᶄ授業科目履修者にٻめられる成績ਫ४のઃ定

特定の授業の履修を希望する学生に対して、༧め定められた GPA の基४をࣔして、దな授業ਫ४のҡ࣋を行い
ます。

ᶅ教員ؒしくは授業科目ؒの成績ධՁ基४のฏ४Խの指ඪ
　教員ؒや授業科目ؒの成績ධՁのฏ४Խの指ඪとするため、各学部の GPA の分ঢ়گの公開を行います。
ᶆͦのଞ、学生表彰や学生支援、学生指ಋに必要な場合
　学生表彰、奨学金や授業料減免等の学生支援、学生指ಋ等の基४とします。
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成績のެ։ظ࣌

　学事ྐྵにه載されているલ期（্݄̔०）と度（݄̍த०）ͷެ։に UN*PA ্で学生と保ূ人け
に成績が公開されます。۩体的な時ؒは、成績公開લに UN*PA でपを行います。

อূਓの成績֬ೝํ๏

　成績公開લに༣送で通する UN*PA 保ূ人用アカウントでログインをして、成績公開に UN*PA ্で成績が確
認できます。

【成績の֬ೝํ๏】
ᶃ保ূ人用アカウント（֯খจ̷ࣈʴ学生の学籍൪߸ 7 ܻ）とύスϫードで UN*PA にログインします。
ᶄϝχューの「成績র会」をクリックします。
ᶅ学生の成績ධՁ、GPA、୯位修得ঢ়گを確認します。

6N*1" における成績のํݟ

成績公開後、UN*PA ϝχュー「成績 ʼ 成績র会」͔ら成績が確認できます。
「成績র会」画໘は、以下 3 つのϝχューで構成されています。

　（̍）履修科目成績ධՁ
　（̎）GPA ਪ移表
　（̏）୯位修得ঢ়گ

（１）ཤमՊ成績ධՁ
　　自が履修した科目と、ͦのධՁを確認する͜とができます。

ᶆ
ᶃ

ᶄ

ᶅ ᶇ

　ᶃ科目分ྨɿ教育課程表にه載された科目܈の໊শです。
　ᶄ科目໊ɿ࣮際に履修した科目の໊শです。
　ᶅ୯位ɿ修得した୯位が表ࣔされます。ෆ߹֨Պʢ%ɺ/1ɺ/4 ධՁʣʹ ͍ͭͯɺ୯Ґදࣔ͞Ε·ͤΜɻ
　ᶆධՁɿ自が履修して修得した成績ධՁが表ࣔされます。
　ᶇ GPA 対ɿGPA の計算対となる科目に˓がつきます。
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（２）(1" ਪҠද
　通算、度、学期͝との GPA をখ以下ୈ̎位まで表ࣔしています。GPA の計算方法については、P�22 でઆ໌します。

ֶ1)ظ"
GPA

2025 度 લ期 2�75

2025 度 後期 3�33

2026 度 લ期 3�20

2026 度 後期 3�22

2027 度 લ期 2�80

2027 度 後期 3�12

2028 度 લ期 3�60

2028 度 後期 3�40

通算 3�23

(1"
GPA

2025 度 3�09

2026 度 3�21

2027 度 3�01

2028 度 3�49

通算 3�23

˞度学期 GPA および度 GPA は、当該度（4 ݄ʙཌ 3 ݄）に履修および修得した୯位をとに計算されます。
　9 ݄入学生の場合、特定の࣍の度 GPA を確認したい場合は、自で計算を行う必要があります。
　ෆ໌なについては、大学૯合૭ޱまで問合せをしてください。

（３）୯Ґमಘঢ়گ
　「୯位修得ঢ়گ」の表では、自が卒業要件に対し、ʠ࣮際にͲれくらい୯位修得できている͔ʡや、ʠ卒業まで
にあとԿ୯位が必要になるの͔ʡなͲを確認する͜とができます。成績が公開されたら、自の୯位修得ঢ়گを確認し、
。後の履修計画に立ててくださいࠓ
　「୯位修得ঢ়گ」の表には、教育課程表に定められている科目分ྨ͝とに、4 種ྨの୯位が表ࣔされます

˞画໘は法学部法学科の学生の画໘

⢭ ⢮ ⢯ ⢰

修得済単位

⢭ 卒業要件୯位ɿ履修規程や教育課程表に定められた卒業に必要な୯位です。
⢮ 修得済୯位ɿ在学期ؒ中に修得した科目（合格した科目）、または履修୯位が認められた科目の୯位です。
⢯ 履修中୯位ɿͦの時で履修登録を行っている科目の୯位が表ࣔされます。成績確定後に「0」になります。

 なお、通授業લ期ऴྃ時では、⢯ ཝに୯位が表ࣔされます。
⢰ 合計୯位ɿ ⢮ ʴ ⢯ の合計です。
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֤学෦における୯Ґमಘঢ়گදのํݟ

（１）๏学෦๏学Պ

　「୯位修得ঢ়گ」の表で科目分ྨ͝との内༁を֊構で確認する͜とができます。
　下位にある科目分ྨの୯位がͦれらの্位の科目分ྨにՃ算されます。

ᶇすべての科目分ྨ（教職課程、対外を除く）
合計୯位が合計されます。

ᶃ「࣏学」「法学」「ԋश」の୯位は、
　「学部ઐ߈」に合計されます。

ᶄ「経営学」ʙ「Ωャリアܗ成」の୯位は、
　「ઐ߈以外」に合計されます。

ᶉ履修中科目の合計୯位です。

ᶆ教職課程以外で、卒業要件୯位にՃ算されない科目は、
「対外」に合計されます。

ᶅ教職課程関࿈の科目は、「教職課程」に合計されます。

ᶈすべての科目分ྨの合計୯位が表ࣔされます。

修得済単位

ਓࣾࣗવ
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Ӧ学ՊܦӦ学෦ܦ（２）

　「୯位修得ঢ়گ」の表で科目分ྨ͝との内༁を֊構で確認する͜とができます。
　下位科目分ྨの୯位がͦれらの্位の科目分ྨにՃ算されます。

ᶇすべての科目分ྨ（教職課程、対外を除く）
合計୯位が合計されます。

ᶃ「経営学」「Ϛーέςィング」「会計学」「経済学」   
　 「ԋश」の୯位は、「学部ઐ߈」に合計されます。

ᶄ「࣏学」ʙ「ώューϚンスΩル」の୯位は、
　「ઐ߈以外」に合計されます。

ᶈશての科目分ྨの合計୯位が表ࣔされます。
ᶉ履修中科目の合計୯位です。

ᶆ教職課程以外で、卒業要件୯位にՃ算されない科目は、
「対外」に計算されます。

ᶅ教職課程関࿈の科目は、「教職課程」に合計されます。

修得済単位

ਓࣾࣗવ

2�



ӫཆֶ෦ཧӫཆֶՊ߁݈（３）

　「୯位修得ঢ়گ」の表で科目分ྨ͝との内༁を֊構で確認する͜とができます。
　下位科目分ྨの୯位がͦれらの্位の科目分ྨにՃ算されます。

ᶇすべての科目分ྨ（教職課程、対外を除く）
合計୯位が合計されます。

ᶄ「人ࣾ自然」ʙ「Ωャリアܗ成」の୯位は、
　「ઐ߈以外」に合計されます。

ᶈશての科目分ྨの合計୯位が表ࣔされます。

ᶉ履修中科目の合計୯位です。
ᶆ教職課程以外で、卒業要件୯位にՃ算されない科目は、
「対外」に計算されます。

ᶅ教職課程関࿈の科目は、「教職課程」に合計されます。

ᶃ「必修」「選」の୯位は、
　「学部ઐ߈」に合計されます。

修得済単位

28



第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

（４）εϙʔπՊֶ෦εϙʔπՊֶՊ

　「୯位修得ঢ়گ」の表で科目分ྨ͝との内༁を֊構で確認する͜とができます。
　下位科目分ྨの୯位がͦれらの্位の科目分ྨにՃ算されます。

ᶇすべての科目分 （ྨ教職課程、対外を除く）
合計୯位が合計されます。

ᶄ「人ࣾ自然」ʙ「Ωャリアܗ成」の୯位は、
　「ઐ߈以外」に合計されます。

ᶈશての科目分ྨ
の合計୯位が
表ࣔされます。

ᶉ履修中科目の合計୯位です。

ᶆ教職課程以外で、卒業要件୯
位にՃ算されない科目は、

「対外」に計算されます。

ᶅ教職課程関࿈の科目は、「教職課程」に合計されます。

ᶃ「スポーツ基ૅ科目」 「スポーツ୳
科目」「Ωャリア科目」の୯位ڀ
は、「学部ઐ߈」に合計されます。 

修得済単位

˞入学度によって、卒業要件、コース選、科目۠分の໊শ等がҟなります。
　自の入学度の教育課程表を確認してください。

2�



【मಘ୯ҐΛ֬ೝするͱ͖のポイϯト】
　4 ؒで卒業するためには、教育課程表に定められた୯位要件をすべてຬたす必要があります。自が卒業までに
あとͲれくらいの୯位がりない͔については、「୯位修得ঢ়گ」͔ら、「卒業要件୯位（教育課程表に定められ
た୯位）」と「合計୯位（自の修得୯位）」をൺֱして、りの必要୯位を確認してください。

Պྨ ଔۀཁ݅୯Ґ मಘࡁ୯Ґ ཤमத୯Ґ ୯Ґܭ߹ ଔۀཁ݅ୡঢ়گ

卒業要件 124 100 6 106 124 － 106 � 18 ୯位ෆ

　学部ઐ߈ 62 64 2 66 66 � 62 ୯位要件ୡ成

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　ઐ߈以外 36 4 40 （୯位要件の定めなし）

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　ͦのଞ 0 0 0 （୯位要件の定めなし）

Պྨ ଔۀཁ݅୯Ґ मಘࡁ୯Ґ ཤमத୯Ґ ୯Ґܭ߹ ଔۀཁ݅ୡঢ়گ

卒業要件 124 104 4 108 124 － 108 � 16 ୯位ෆ

　学部ઐ߈ 104 84 4 88 104 － 88� 16 ୯位ෆ

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　ઐ߈以外 20 20 0 20 ୯位要件ୡ成

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　ͦのଞ 0 0 0 （୯位要件の定めなし）

Պྨ ଔۀཁ݅୯Ґ मಘࡁ୯Ґ ཤमத୯Ґ ୯Ґܭ߹ ଔۀཁ݅ୡঢ়گ

卒業要件 124 96 10 106 124 － 106 � 18 ୯位ෆ

　学部ઐ߈ 90 64 8 72 90 － 72 � 18 ୯位ෆ

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　ઐ߈以外 28 32 2 34 34 � 28 ୯位要件ୡ成

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　ͦのଞ 0 0 0 （୯位要件の定めなし）

124

124

124

106

108

106

62

104

20

90

28

66

88

20

72

34

（１）๏学Պ・ܦӦ学Պ

（２）ཧӫཆ学Պ

（３）εポーπՊ学Պ

「卒業要件୯位」と「合計୯位」
をൺֱしましΐうʂ

「卒業要件୯位」と「合計୯位」
をൺֱしましΐうʂ

「卒業要件୯位」と「合計୯位」
をൺֱしましΐうʂ
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成績ධՁに関するい߹Θͤ

ɹධՁʹରͯ֬͠ೝ͖͕߲͋͢ࣄΔ߹ɺतۀ୲ڭһʹ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
　教員に確認する以外に、以下のいͣれ͔に該当する場合には大学を通して教員に確認する͜とができます。
　ᶃ授業୲当教員の成績ධՁのهޡ入等がٙΘれる場合
　ᶄシラόスにه載された౸ୡ目ඪ、成績ධՁ基४および成績のධՁ方法にরらして、ධՁにٙٛがある場合
　ᶅ授業୲当教員との࿈བྷ手ஈが確保できない場合

。に該当する場合には、定められた期ؒ内に「成績ධՁに関する問合せॻ」を大学にఏ出してくださいه্
ఏ出方法等のৄ細は、UN*PA 掲ࣔで案内します。
߹ͤؒظɺେֶ͕ࢦఆ͢Δ̏ؒͱ͠·͢ɻ期ؒ外の問い合ΘせはҰ受けけないので、大学͔らの UN*PA

掲ࣔをよく確認してください。

һの࣭ํ๏にͭいͯڭ

（1）ΦϑΟεΞϫー
　オϑィスアϫーには、授業を୲当している教員のۭき時ؒやࣨڀݚの場ॴがه載されています。授業のある時ؒ
やڀݚに会いに行って会う͜とはできませΜ。教員と会ってがしたい場合なͲにはオϑィスアϫーを見て、
ઌ生のۭき時ؒを確認して͔らࣨڀݚに͔いましΐう。

【ΦϑΟεΞϫーの掲載場所】
ֶੜ͚ϙʔλϧαΠτʢࣄܥʣ���ཤमɾतۀʹؔ͢Δ͜ͱ���̍ɽڭһࣨڀݚɾΦϑΟεΞϫʔ

（2）6N*1" ΫϥεϓϩϑΝイル͔Β࣭
　履修登録した授業の教員へは、UN*PA のクラスプロϑΝイル͔ら教員に࿈བྷする͜とできます。
　クラスプロϑΝイル͔ら教員に࿈བྷをとる方法は、以下をࢀ考にしてください。

　（手ॱ）
　ᶃ科目໊͔ら、࿈བྷのとりたい教員の科目を選します。
　ᶄ授業 2�A 登録のアイコンをクリックします。

　ᶅ　　　　   をクリックします。
　ᶆ「✓」のいている項目を入ྗします。
　　˞教員は必ͣ選してください。
　ᶇ「確定」をクリックします。
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授業தにൃ生するトϥϒル

ൃ͕ࡂ生ͨ͠場߹

【学内にいる場߹】

。のதにいる場߹　˞あΘてて外にඈび出しませΜݐ（1）
ᶃصやςーブルの下にをӅします。（Ӆれる場ॴがない場合は、手ՙ物なͲで಄部を守ります。）
ᶄ出入りޱのドアや૭を開け、出ޱを確保します。
ᶅ૭ΨラスのあるॴにはۙدりませΜ。
ᶆエレベーターを使用中にൃ生した場合は、د࠷りの֊で߱り、֊ஈを利用してආ難します。

߹の֎にいる場ݐ（2）
ᶃݐ物やน͔らすやくれます。૭Ψラスのഁย・タイルなͲのམ下物にؾをつけます。
ᶄ手ՙ物なͲで಄部を෴い、を守ります。
ᶅ໘のُ྾・ؕ・ོىやブロックญ・自動ൢചػ・ిபなͲの転にҙします。

（3）ආのࡍのҙ　˞教職員の指ࣔにैい、ॴ定のٸۓආ難場ॴにආ難します。
ᶃආ難は、֊ஈを利用する。エレベーターはઈ対に使用しませΜ。
ᶄ֊ஈなͲでのࠞࡶが༧されるので、転によるෛইが生じないようे分ҙします。
ᶅԎがൃ生した場合は、ハンカチなͲをޱとඓに当て、࢟をくしてආ難します。
ᶆෛইした人やো害がある人がいた場合、まΘりの学生は安શなආ難に協ྗします。

【学֎にいる場߹】
　学外にいる場合の災対応は、以下の資料をࢀরしてください。
　「山梨学院大学・山梨学院短期大学災Ϛχュアル（IUUQT���XXX�ZHV�BD�KQ�QEG�EJTBTUFS@NBOVBM�QEG）」

ѱఱީ等の場߹の大学のରԠにͭいͯ

　ѱఱީ（෩・大ઇ等）の場合の授業および定期試験に対する本学の対応は以下のとおりです。ѱఱީが༧され
る場合は、必ͣ「山梨学院大学ϗームϖージ（IUUQT���XXX�ZHV�BD�KQ）のトップϖージ」で確認してください。
˕本学ϗームϖージによる情報ൃ৴時ؒ当のޕલ 6 時 00 分͝Ζ
　˞ঢ়گにより、্ه以外の時ؒに情報ൃ৴を行います。
˕当のޕલ 5 時 30 分に、山梨県県下に以下に掲͛るؾிの「特別ܯ報」がൃྩされている場合は、学生および

教職員の安શ確保のため、当（ऴ）をશ学休校とし、授業および定期試験を中ࢭとします。
　　ᶃ大Ӎ特別ܯ報　　　ᶄ大ઇ特別ܯ報　　　ᶅ෩特別ܯ報　　　ᶆ෩ઇ特別ܯ報
˕指定の時ؒや条件にݶらͣ、交通ػ関の制ݶがൃ生している場合なͲ͔ら૯合的にஅして、学生および教職員の

安શ確保のため、当（ऴ）をશ学休校とし、授業および定期試験を中ࢭとする͜とがあります。
・෩や߱ઇなͲの場合は、ॅډによってঢ়گがҟなるので、通学については「安શをୈҰ」としてください。
・学外࣮श等の場合は、୲当教員の指ࣔにैってください。
・「休講となった授業」および「中ࢭとなった定期試験」は後行いますので、必ͣ UN*PA 等で確認してください。
）「休講」は「Ұつまたはෳの授業が行Θれない͜と」であり、「休校」は「大学શ体を休Έ（すべての授業等を

行Θない）とする͜と」です。
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授業தのոզମௐෆྑにͭいͯ

तۀதʹոզΛͨ͠ΓɺମௐෆྑʹͳͬͯපӃΛडͨ͠Γ͢Δ߹ʹอ݈ཧࣨʹಧ͚ग़Λ͍ͯͩ͘͠͞ɻ特
にոզをした場合、શての学生は「学生教育ڀݚ災害ই害保ݥ」にՃ入しているため、補ঈされる場合があります。
ৄ細については、保健管理ࣨに問い合Θせてください。

大学͔ΒおئいするΞϯέートྗڠのおئい

　大学では、学生ΈなさΜの学生生活のվળや、学修生活による成Ռをଌるために、定期的にアンέートを࣮ࢪします。
　ΈなさΜがճを行う͜とで、ΈなさΜ自の学修生活のৼりฦりや、大学શ体の教育課程運営のվળにܨがりま
す。アンέートは UN*PA を通じて࣮ࢪされますので、ͥひੵۃ的にճをおئいします。

༧ఆ月ࢪ࣮ ௐࠪ ର

  4 ݄ ৽入生ௐࠪ 1生

  7 ݄ ・授業アンέート（લ期）
・学生生活アンέート શ学

12 ݄ ・授業アンέート（後期）
・学修成Ռ・学修行動アンέート શ学

  3 ݄ 卒業時ௐࠪ ̐生

˞アンέートௐࠪの࣮ࢪ内容・方法はຖ見しを行なっています。࣍度以߱、มߋする場合があります。
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学籍に関するルール

学籍ҟಈに関する͜ͱ

　学籍ҟ動（休学・退学なͲ）については、以下のとおり手続きなͲが定められています。休学・退学なͲを希望する
場合は、手続き期ݶલにૣめに大学૯合૭ޱに૬ஊしてください。

学ٳ（１）
　̏ϲ݄以্修学できない場合に、学のڐՄを得て大学を休Ή͜とを「休学」といいます。

学ٳ
ؒظ

休学の期ؒは、લ期・後期の学期を୯位とします。休学期ؒは、࿈続して̎学期までです。
　˞特別の理༝がある場合はさらに̎学期をݶ度として休学期ؒの延が認められる場合があります。
　˞࿈続した休学期ؒは̐学期までです。
　˞休学期ؒは通算して̔学期を͑る͜とはできませΜ。
　˞休学期ؒは修業期ؒに算入しませΜ。
　˞復学をするためには、復学ئをఏ出する必要があります。

खଓ͖

ᶃ「休学ئ」用ࢴを、学生けポータルサイト͔らダウンロードしてください。
　学生けポータルサイト � 学籍に関する͜と � 01@ 休学ئ・復学ئ
ᶄ休学ئをه入し、必要ॻྨをఴ͑て大学૯合૭ޱにఏ出してください。
ᶅ学部教授会ঝ認および学ڐՄ後、休学ڐՄॻが保ূ人および本人に送されます。

˞休学の運用は、休学ئをఏ出したཌ݄の͔̍らになります。
˞休学の延をਃする場合、「休学延ئ」用ࢴを、学生けポータルサイト͔らダウンロードして、

同༷の手続きを行ってください。

खଓ͖
ݶظ

લ期または 1 の休学希望者 当該度の5݄31

後期の休学希望者 当該度の12݄28

事༝ͱ
ఴॻྨ

ʦ休学事༝ʧ ʦఴ資料ʧ

　පؾまたはෛই ҩࢣのஅॻ

　ਫ਼ਆ的理༝ ҩࢣのஅॻやઐ家のॴ見がهされているॻྨ等

　経済的理༝ なし

　ߤ（私費による海外留学等） 留学ઌの受入ূ໌ॻ等

　ฌٛ務（外国人留学生のΈ） 事情がઆ໌できるॻྨ

　ͦのଞ 学部等が定めるॻྨ

ೲೖ金

・休学のڐՄを受けようとする者は、休学期ؒ中の在籍料（期ɿ̏ສԁ、通ɿ̒ສԁ）を納入しなけ
れなりませΜ。

・休学を学期్中よりڐՄされた場合、休学期ؒ中の授業料等については͜れを免除し、طに納入されて
いる授業料等は在籍料の納入が確認された後にׂ݄ฦؐします。

・学費等納入金をະ納のまま休学をئい出た場合、͜れをڐՄしない͜とがあります。
・ॴ定の期までに在籍料を納入せͣ、ಜଅに応じない場合は、除籍となります。

（２）෮学
　休学後に大学に復ؼする͜とを「復学」といいます。

खଓ͖ ᶃ復学ئをه入し、大学૯合૭ޱにఏ出してください。
ᶄ学部教授会ঝ認および学ڐՄ後、復学ڐՄॻが保ূ人および本人に送されます。

खଓ͖
ݶظ

休学期ؒຬྃ時までに手続きを行ってください。
。をఏ出しない場合は除籍となりますئまでに復学ݶ期ه্˞　
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（３）ୀ学
　学のڐՄを得て大学をࣙめる͜とを「退学」といいます。

खଓ͖

ᶃ「退学ئ」用ࢴを学生けポータルサイト͔らダウンロードしてください。
　学生けポータルサイト � 学籍に関する͜と � 02@ 退学ئ
ᶄ退学ئをه入し、大学૯合૭ޱにて退学ئの確認を行ってください。
ᶅ大学૯合૭ޱで確認後、在籍する学部の学部または෭学部と໘ஊをします。
ᶆ大学૯合૭ޱに退学ئをఏ出し、学生ূをฦ٫してください。
ᶇ学部教授会ঝ認および学ڐՄ後、退学ڐՄॻを保ূ人および本人に送します。
　˞退学は、特ஈの事情がແいݶり退学ئのఏ出݄のになります。

खଓ͖
ݶظ

લ期での退学希望者 当該度の 8 ݄

後期での退学希望者 当該度の 3 ݄

のෆئ
डཧ

学費等納入をଵっている、必要なॾ手続き（ି与物のฦ納等 
 を行Θない、退学ئのه載事項について
ෆඋのある場合については、退学ئを受理しませΜ。

උߟ
成績ෆྑ等のॴ定の理༝により、大学͔ら学生本人に対して退学勧告を行う場合があります。
退学勧告の通を受けた学生（または保ূ人）は、退学勧告のઆ໌及び教職員との໘ஊを希望する͜と
ができます。また、特ஈの理༝がないに͔͔Θらͣ、退学勧告に応じͣに退学手続きを行Θない場合は、
除籍となります。

（４）আ籍
　学生を学籍͔ら除く（ʹ退学させる）͜とを「除籍」といいます。

আ籍
ରऀ

・授業料ͦのଞٛ務金の納をଵりಜଅして納入しない場合
・在学ݶ（̔）を͑た場合
・休学期ؒを͑て、なお休学の理༝がফ໓しない場合
・ಜଅを受けて当該度の履修登録（大学で行う事લ履修登録は除く）を行Θない場合
・期ؒにΘたる行方ෆ໌（本学͔らの࿈བྷに̍以্ฦがない場合）、またはࢮした場合
・外国人留学生においては、本に在留するために必要な在留資格が失ޮした場合、または在留資格によ

り認められている活動の࣮ଶが確認できない者
・正当な理༝がແいに͔͔Θらͣ、退学勧告を受けて退学手続きを行Θない者
・本学の規則にҧし、または学生としての本分にする行為をした場合に、除籍の懲戒処分を受けた者

௨ 大学協ٞ会ঝ認後、除籍通を保ূ人および本人に送します。

ೖ学࠶（５）
　本学を退学または除籍された場合、学のڐՄを得て再度入学する͜とを「再入学」といいます。なお、再入学試
験に合格し、定員に༨༟がある場合にݶりڐՄされます。

ग़ئ
資֨

・本学に入学後、ئい出により退学をڐՄされた場合。
・本学に入学後、学費等納入金のະ納により除籍された場合。
。則として̑以内の場合ݪ、算してىのいͣれ͔に該当し、再入学が退学または除籍よりه্

ग़ئख
ଓ͖

再入学試験要項を確認してください。
　˞再入学試験要項は入試センターで入手できます。

ೲೖ金 再入学がڐՄされた場合は、本学が指定するまでに学費を納入しなけれなりませΜ。
　˞退学および除籍度にະ納金があった場合、ະ納金納入が必要です。

ೖ学日࠶
ͱ学年

・再入学の࣍は、退学または除籍時の学修ঢ়گをとに、૬当と認める࣍となります。
・再入学は、લ期または後期の࢝めとします。
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（６）స学෦・స学Պ
　試験に合格し、学のڐՄを得てଞの学部・学科に転入する͜とを「転学部・転学科」といいます。

సೖ
ظ࣌ 転入時期は、ݪ則ୈ̎࣍の࢝めとなります。

ग़ئ
資֨ 転入を行う時において、本学に̍以্在学している͜とが必要です。

ग़ئख
ଓ͖

転学部・転学科試験要項を確認してください。
　˞転学部・転学科試験要項は入試センターで入手できます。

୯Ґ
ೝఆ 転入する際のط修得୯位は、転入する学部・学科の教育課程にরらし、教育্支োのないൣғで認定します。

ೲೖ金 本学が指定するまでに、転入する学部・学科の学費を納入してください。

（̓）ଔ業Ԇظ
　卒業要件をຬたした後に、学のڐՄを得て延して在学する͜とを「卒業延期」といいます。

Ԇ
ؒظ

。則、卒業要件をຬたした学のཌ度の̍ؒは卒業を延できますݪ
˞卒業要件をຬたした学のཌ度の̍ؒを͑て再度在学の延期を希望する場合は、さらに̍ؒ

にݶって延期をئい出る͜とができます。

Ԇ
ෆՄ

以下のいͣれ͔の場合には、延する͜とができませΜ。
・在学期ؒが̔を͑る場合
・授業料等を納している場合
・在留資格が「留学」である留学生

खଓ͖
ᶃ「卒業延期ئ」用ࢴを学生けポータルサイト͔らダウンロードしてください。
ᶄ卒業延期ئを大学૯合૭ޱにఏ出します。
ᶅ学部教授会ঝ認および学ڐՄ後、卒業延期ڐՄॻを保ূ人および本人に送します。

खଓ͖
日ظ 学生けポータルサイト（事務ܥ）に掲載のจॻを確認してください。

ೲೖ金 本学が指定するまでに、在籍料（期ɿ̏ສԁ、通̒ສԁ）を納入してください。
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大学૯߹૭ޱ

大学૯߹૭ޱͱは

大学૯合૭ޱでは、各種手続きへのサポート、学生や保ূ人͔らの問合せ対応、企業やҰൠのདྷ学者への対応等を
แׅして行っています。学内のॾ手続きや制度についてෆ໌ながありましたら、クリスタルタϫーの 2 ֊へおӽし
ください。

場ॴɿクリスタルタϫー 2 ֊（本学正͔ら͔ってࠨ手のݐ物です）
対応時ؒɿฏ　9�00 ʙ 17�00
　˞、ॕの事務取扱は行いませΜ。
　˞授業を行Θない期ؒについては、事務取扱時ؒがมߋになる場合があります。
　˞ดࣨ期ؒのおらせ等は、UN*PA 掲ࣔを確認してください。

取扱業務にͭいͯ

　大学૯合૭ޱでの取扱業務と૬ஊྫは以下のとおりです。以下にه載のない͜とで、ෆ໌な͜とは大学૯合૭ޱに
͝૬ஊください。

取扱業務 ૬ஊྫ

学籍に関する͜と
ߋや保ূ人のม໊ࢯ
休学や退学に関する手続き

授業に関する͜と

履修の૬ஊ
公欠届について
定期試験に関する情報
成績について

大学生活に関する͜と

通学ূ໌ॻ、各種ূ໌ॻのൃ行について
མとし物をした・拾った（遺失物・拾得物）
クラブ・サークルに関する手続き
学費等納入金・奨学金について
学生寮について
海外留学について
在留資格について
学生生活について

就職・Ωャリアに関する͜と
進࿏についての૬ஊ
進࿏໘ஊの༧
大学໊がある履ྺॻについて

˛クリスタルタϫー ˛大学૯合૭ޱ（カウンター）

̏章　૭ޱͰͷखଓ͖ʹ͍ͭͯ
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4UVEFOU -oVOHF にͭいͯ

　クリスタルタϫー 2 ֊にある「4UVEFOU -PVOHF」は、ͦの໊のとおり学生に開์されているラウンジスϖースです。
授業のۭき時ؒに PC でௐべのをしたり、おன休Έに༑人とおห当を৯べたりと、ͦの使い方は学生であるօさΜ࣍
ୈです。͜の場ॴでの出ѭいやଞの学生との交流が৽たなアイデアやՄੑにܨがる͔しれませΜ。

　　��   4UVEFOU�-PVOHF ར༻্ͷҙ
ᶃެڞの場で͋る͜ͱΛҙࣝ͠·͠ΐ͏
　　4UVEFOU -PVOHF は、外部のお٬༷や企業の方ଟく๚れますので、自のようなくつΖ͗方はېݫです。公

。の場である͜とをৗにҙࣝして利用しましΐうڞ
ᶄԻԻྔにؾΛけ·͠ΐ͏
　　スϚートϑΥンや PC でήームをしたり、動画を見たりする際は、पғの人にがֻ͔らないようにイヤϗ

ンをつけましΐう。また、༑人同士での大での会、ଞの人͔らするとؾになります。पғにྀしながら、
会をָしΈましΐう。

ᶅͨͬのはݩに͠·͠ΐ͏
　　ςラスのιϑΝーやよけ、本୨にある就職関࿈資料は自༝に使用・ࢀরできます。ただし、利用がऴΘった

ら࣍の人のためにݩの場ॴにすようにしましΐう。

以্のϚφーを遵守し、શ員が৺よいとײじるۭؒを࡞っていきましΐう。
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֤छखଓ͖

ূ໌ॻのൃߦ

　大学でൃ行できるূ໌ॻ等は、種ྨによってਃ方法やൃ行方法がҟなります。

【ҙ事߲】
ᶃి、'A9、ిࢠϝールによるൃ行ਃࠐは受けけていませΜ。
ᶄ「個人情報保護」の؍͔ら、ݪ則、学生本人のਃࠐのΈ受けけます。やΉを得ͣ、家なͲの理人がਃする

場合は、事લに大学ϗームϖージ（在学生け情報 � 各種ূ໌ॻൃ行）で͝確認ください。

  １．ࣗಈূ໌ॻൃػߦでのൃߦ  

【で͖るূ໌ॻߦൃ】
【ઃஔ場所】
　 ΫϦεタルタϫー２֊

ূ໌ॻ名 ख料 උߟ
在学ূ໌ॻ（จ・ӳจ） 300 ԁ
成績ূ໌ॻ（จ・ӳจ） 300 ԁ
卒業見໌ূࠐॻ（จ・ӳจ） 300 ԁ 4 生の卒業見ࠐ要件ॆ者のΈൃ行Մ
教育職員免ڐঢ়取得見໌ূࠐॻ 300 ԁ
栄養士資格取得見໌ূࠐॻ 300 ԁ
学生ཱྀ٬運ׂҾূ（学ׂূ） ແ料 10 ຕൃ行Մ（4 ݄ʙཌ 3 ݄まで）
健康அূ໌ॻ 300 ԁ 健康அશࠪݕ項目受者のΈൃ行Մ

ʲҙ事߲ʳ
ᶃ自動ূ໌ॻൃ行ػの利用には、学生ূが必要です。
ᶄՔಇ時ؒは、݄༵ʙ金༵ 9�00 ʙ 17�00 です。（、ॕは利用できませΜ。）
ᶅ্ه以外のূ໌ॻについては、大学૯合૭ޱに͝૬ஊください。
ᶆ学ׂূや通学定期݊をߪ入する際は、デジタル学生ূ以外の分ূ໌ॻのܞଳが必要です。分ূ໌ॻは、ূ໌ॻൃ

行ػでൃ行できます。

  ２．༣ૹでのਃ  

　༣送でのਃ方法については、大学ϗームϖージ（在学生け情報 � 各種ূ໌ॻൃ行）を確認してください。

  ３．૭ޱでのਃ  

　就職活動におけるਪનॻは、大学૯合૭ޱに͝૬ஊください。

  ４．6N*1" ͔Βのਃ  

　通学定期݊をൃ行するための「通学ূ໌ॻ」は、UN*PA の 8FC ਃ͔らਃしてください。
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大学の֤छಧग़

　以下の場合は、大学に届出が必要になります。内容を確認し、大学૯合૭ޱにて届出を行ってください。

खଓ͕ඞཁͳ場߹ ಧग़ ҙ事߲ͳͲ ୲૭ޱ

したときߋをม໊ࢯ վ・վ໊届ˎ1 。のコピー等が必要です「籍ঞ本ށ」

大学૯合૭ޱ

保ূ人をมߋしたいとき 保ূ人มߋ届ˎ1 ৽保ূ人のೀҹが必要です。

になったときߋଳి൪߸がมܞॴʗॅݱ
UN*PA 学籍情報มߋਃ UN*PA でมߋのਃを行ってくだ

さい。保ূ人ॅॴがมߋになったとき

学生ূのࣸਅをมߋしたいとき 学生ূ再ൃ行ਃࠐॻ 手料 1000 ԁが͔͔ります。

海外留学に行くとき 留学ئなͲ 対ɿ海外留学者（プログラムに
よりఏ出ॻྨがҟなります）

海外留学や海外ཱྀ行、Ұ時ؼ国なͲ、
Ұ定期ؒ本をれるとき 海外ߤ届

対ɿҰ時ؼ国・海外ߤ者
（UN*PA を確認し必ͣఏ出してく
ださい）

就職、進学なͲ卒業後の進࿏がܾ定
したとき 進࿏ܾ定届 Ωャリタス UCˎ2より進࿏ܾ定届を

ఏ出してください。

進࿏にけた४උをはじめるとき 進࿏希望登録 Ωャリタス UCˎ2より進࿏希望登録
をఏ出してください。

ˎ1 届用ࢴは学生ポータルサイトの「学籍に関する͜と」にあるのでプリントアウトしてください。
ˎ2 Ωャリタス UC　ログイン
　̞̙ɿ学籍൪߸（ࣈのΈ）
　̥̬ɿ生݄ 8 ܻ
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学生支援・૬ஊ૭ޱにͭいͯ

　本学では、大学૯合૭ޱ以外に、学生支援として༷ʑな૬ஊ૭ޱを開ઃしています。
　大学生活においてࠔった͜と、Έ͝とは、Ұ人で๊͑ࠐまͣに、各૬ஊࣨを利用しましΐう。

อ݈ཧࣨ

　保健管理ࣨは、学生・教職員の健康の保૿࣋進をਤるためにઃけられています。ઐスタッϑがৗறし、έΨ等の
応ٸ処ஔや体ௐෆྑ時の休養、健康૬ஊ等に対応しています。また、健康அを通してපؾの༧やૣ期ൃ見にめ
ています。
　օさΜが৺とに健康的な学生生活を送れるようサポートしていますので、ܰؾに利用してください。

　保健管理ࣨは、͜のような時に͝利用ください。
　˓έΨをしたり、ؾ分がѱくなったとき
　˓体໘について૬ஊしたいとき
　˓受したいけれͲ、Ͳのප院に行ったらよい͔Θ͔らないとき
　˓自ݾの健康チΣックのため（保健管理ࣨでは・体ॏ、体ࢷ、体Թ、݂ѹ、ྗࢹ、Ѳྗのଌ定ができます）
　˓健康அ（ 1 ճ・4 ݄）
　˓健康அূ໌ॻのൃ行（自動ূ໌ॻൃ行ػでのൃ行ɿクリスタルタϫー 2' にઃஔ）

場ॴɿ58 ߸ؗ（Ωャンύスセンター）2'
開ࣨ時ؒɿฏ　9ɿ00 ʙ 17ɿ00
5&-ɿ055ô224ô1241
&�NBJMɿTUVEFOUDFOUFS!D2D�BD�KQ

૭ޱ 取扱業務

保健管理 （ࣨ2 ֊） ᶃ健康அ・健康૬ஊに関する事項
ᶄ各種保ݥに関する͜と

学生૬ஊ （ࣨ3 ֊） ᶃ学生および保護者͔らの૬ஊに関する事項
ᶄઐスタッϑによるカウンセリングに関する事項

特別修学支援 （ࣨ3 ֊）

ᶃোがいのある学生への૬ஊ・生活支援に関する͜と
ᶄোがいのある学生への修学্のྀ、及び関ػ関

との࿈བྷௐに関する͜と
ᶅͦのଞ、合理的ྀが必要な学生支援に関する͜と

【場所】
 58 ߸ؗ（Ωϟϯύεηϯター）
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学生૬ஊࣨ

　学生૬ஊࣨは山梨学院大学で学Ϳશての学生に対して、খさな͜と͔ら大きな͜とまで、ܰؾに૬ஊできる૭ޱで
す。カウンセラー（ྟচ৺理士・公認৺理ࢣ）がͦれͧれのχーζに合Θせて、ΈなさΜがより๛͔でॆ࣮した大学
生活を送る͜とができるよう、༷ʑな問に取り組Ήお手いをしています。

　༷ʑな「Έ」をղܾする手助けをする場ॴとして、ܰؾに利用してください。
　「授業についていけない」
　「༑ୡ、࿀Ѫ、家との関についてΜでいる」
　「কདྷの目ඪや進࿏にΜでいる」
　「ࣾ会に出ていく͜とにෆ安がある」
　「自分のੑ格についてりたい・自ݾ理ղをਂめたい」
「まらないࢭよくれない・ྦがউ手に出てきてۙ࠷」　
　「やるؾがىきない・ू中できない」
　「なΜとなくがしたい」

　場ॴɿ58 ߸ؗ（Ωャンύスセンター）3 ֊
　開ࣨ時ؒɿ݄༵ʙ金༵　9ɿ00 ʙ 17ɿ00（࠷ऴ受 16ɿ30）
　　　　　　˞ॕはดࣨ。ৄしくはお問い合Θせください。
　5&-ɿ055ô224ô1242（通）
　&�NBJMɿHBLVTFJTPVEBO!D2D�BD�KQ

ಛผम学支援ࣨ

　োがいのある学生さΜはとより、໌確なোがいの༗ແにݶらͣ、修学支援を必要とする学生のօさΜが、本དྷの
ྗをൃشし、生き生きと、学生生活をᨳՎできるようサポートしています。また、օさΜのٻめに応じて合理的
ྀを行っています。特別なྀや支援が必要でしたら、いつで૬ஊしてください。

　ྫ͑
˓履修計画が立てるのが難しい、自分にదした授業が選Ϳのが難しいときなͲは、履修登録のお手いします。
˓授業の課を計画的に進めるのが難しいときは、個別に合Θせた課ఏ出にけたスέジュール管理方法をҰॹ

に考͑ます。
˓োがい等による修学্のࠔ難がある場合には、合理的ྀのਃし出により学内࿈ܞをਤり、ྀや支援のௐを

行います。

　修学্の特別なサポートを希望する場合は、特別修学支援ࣨに支援等の໘ஊのਃしࠐΈを行ってください。

　場ॴɿ58 ߸ؗ（Ωャンύスセンター）3 ֊
　開ࣨ時ؒɿ݄༵ʙ金༵　9ɿ00 ʙ 17ɿ00
　5&-ɿ055ô224ô1370（通）
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ϋϥεϝϯト૭ޱ

　本学は、すべての学生・教職員が、個人としてଚॏされ、教育、ڀݚ、修学・就業ͦのଞのॾ活動を૬ޓの৴པの
とに行う͜とができるようなڥをつくり、͜れをҡ࣋していく͜とがॏ要であると考͑ています。ハラスϝント
とは、教育、ڀݚ、修学・就業、ͦのଞのॾ活動において、૬手方のҙにするݴ動により、ࠩ別、ڴҖ、۶ৱײ、
ෆշײを๊͔せる、あるいは૬手方の対応により利ӹしくはෆ利ӹを与͑るなͲ、教育、ڀݚ、修学・就業ڥを
ѱԽさせる͜とをいいます。
　山梨学院大学で定めるハラスϝントには、セクシュアル・ハラスϝント、アカデϛック・ハラスϝント、Ϟラル・
ハラスϝント及びアルコール・ハラスϝントなͲをؚΈます。

　いやだな、お͔しいなとࢥったら
　˓自分がѱいとࢥΘͣに、ݴ༿とଶ度で「̣̤」のҙࢥを͑ましΐう。
　˓Ұ人でまͣ「૬ஊ員」に૬ஊしましΐう。
　˓ハラスϝントとࢥΘれる行為について、時・場ॴ・ݴ動なͲৄしくه録しておきましΐう。
　˓あなたのपғでハラスϝントとࢥΘれる行為を見ฉきした場合は、見ա͝さͣに「૬ஊ員」に૬ஊしてください。

　場ॴɿ58 ߸ؗ（Ωャンύスセンター）3 ֊
　開ࣨ時ؒɿ݄༵ʙ金༵　9ɿ00 ʙ 17ɿ00（࠷ऴ受 16ɿ30）
　　　　　　˞ॕはดࣨ。ৄしくはお問い合Θせください。
　5&-ɿ055ô224ô1242（通）
　&�NBJMɿHBLVTFJTPVEBO!D2D�BD�KQ
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学費奨学金に関する͜ͱ

学費等ೲೖ金にͭいͯ

（１）学費等ೲೖ金ͱは
　入学金・授業料・教育ॆ࣮費・࣮श費及び留学生修学支援費並びに在籍料を「学費等納入金」といいます。

（２）学費等ೲೖ金のೲೖํ๏
　納入方法は、学生または保ূ人が指定し、͔つ、本学が取扱いՄな金融ػ関の͔࠲ޱらのৼସをݪ則としますが、
ͦのଞの事情によりৼସができない場合は、本学が指定する金融ػ関の࠲ޱへのৼࠐにより、学費等納入金を納入する
͜とができます（大学૯合૭ޱにࢀ࣋して受けけませΜ）。
　˞海外より学費等を納入する場合（外国人留学生の方が対）
　　qZXJSFɿݱ通՟で送金でき、手料͔͔りませΜ。

下هの山梨学院大学（:BNBOBTIJ GBLVJO UOJWFSTJUZ�-POH 5FSN PSPHSBN）XFC サイトにアクセスして、
支い手続きをすすめてください。
IUUQT���XXX�qZXJSF�DPN�QBZ�ZOV�

（３）学費等ೲೖ金のೲೖݶظ
　学費等納入については、લ期と後期に分けて分ׂ納入する͜とをݪ則とします。

学　ظ લ　ظ ظ　ޙ

ݶ　ظ ݄̎まで ݄̓まで

　金融ػ関͔らの࠲ޱৼସは、ຖ݄ 20 をݪ則とします。20 が金融ػ関の休業にあたる場合は、ৼସはཌ営業
となります。

（４）学費等ೲೖ金のฦؐ
　Ұ୴納入した学費等納入金は、い͔なる理༝でฦؐしませΜ。

学の場߹の学費等ೲೖ金にͭいͯٳ（５）
　大学を休学する場合は、休学の手続きを行うととに、休学期ؒ中の在籍料を納入しなけれなりませΜ。なお、
学費等納入金を納入済Έとなっている学期్中に休学をڐՄされた場合、在籍料を納める必要があります。また、
休学期ؒ中の学費等納入金は、在籍料納入後にׂ݄ฦؐします。
休学に関する手続きは Q�34 をࢀরしてください。

学費等ೲೖ金͕ະೲの場߹

　定められた期までに学費等納入金の納入がない場合は、定期試験の受験資格のఀࢭや成績公開の保留といったાஔ
が講じられます。また、大学͔らのಜଅに応じͣ、ະ納のঢ়ଶがܧ続すると除籍となります。

˞「留学」の在留資格を࣋つ外国人留学生が大学を除籍となった場合、本に在する͜とができなくなり、や͔に
。国する必要がありますؼ

̐章　ֶඅೲೖɾֶۚɾอݥʹ͍ͭͯ

4�



ҭϩーϯにͭいͯڭ

　各種教育ローンを͝利用の্で、学費等納入金のお支いをく͜とՄです。教育ローンには大きく分けて以
下の 2 種ྨがあります。ৄ細やおਃࠐΈの案内は、各金融ػ関のϗームϖージにて͝確認ください。

（1）日ຊࡦ金༥ެݿʮࠃのڭҭϩーϯʯ
　本ࡦ金融公ݿによる、教育資金を必要とする方にけた融資制度です。

（2）山梨学院大学 ఏڭܞҭϩーϯ
　山梨学院大学では、৴ൢ会ࣾであるオリエントコーポレーシϣン（オリコ）及び +ACC4（ジャックス）と、教育ロー
ンのఏܞをしています。
　教育ローンとは、৴ൢ会ࣾが学生の保ূ人にΘって学費を納入した後、保ূ人が৴ൢ会ࣾに対してຖ݄分ׂで学
費をฦ済する制度です。

奨学金੍のհ

【１】日ຊ学生支援ߏػの奨学金
　本奨学金は、経済的理༝で修学がࠔ難な優れた学生を対とし、経済・ࣾ会情等を౿ま͑、学生が安৺して学べ
るよう、奨学金を「ି与」または「給」する制度です。

（１）ʮି༩ܕʯ奨学金

  奨学金のछྨ  

छผ རࢠ 金ֹ（月ֹ）

ୈҰ種 ແ利ࢠ ʬ自通学の場合ʭ　　20000 ԁʙ 54000 ԁ
ʬ自外通学の場合ʭ　20000 ԁʙ 64000 ԁ

ୈೋ種 ༗利ࢠ 20000 ԁ ʙ 120000 ԁ͔ら希望する金ֹを選 	10000 ԁ୯位 


金ֹは、2018ه্˞ 度以߱入学者のି与ֹ݄

  ظ࣌ूื  

ᶃ定期࠾用
。されるありますࢪ用（ळ）が࣮࠾࣍則、ຖय़に奨学生のืूを行います。ೋݪ　
ᶄ࠾ٸۓ用・応࠾ٸ用

生計ҡ࣋者（ݪ則）の失業、ഁ࢈、事ނ、පࢮ、ؾ等ຢは災、෩ਫ害、Ր災等の災害等により家計がٸมし、
奨学金をٸۓに必要とする学生を対とするのです。
家計ٸม事༝がൃ生したとき͔ら、12 ͔݄以内にਃしࠐΉ必要があります。ৄ細は本学生支援ػ構（+A440）ϗー
ムϖージを確認してください。

（２）ʮڅܕʯ奨学金
　給奨学金は、国の高等教育の修学支援৽制度のひとつとして、ҙཉとྗのあるए者が経済的理༝により進学及
び修学のܧ続をஅ೦する͜とのないよう、ݪ則としてฦؐٛ務のない奨学金を支給するのです。

  支څ金ֹ  

ੈଳの所ಘ金ֹに
۠ͮ͘ج

月ֹڅ

ࣗ௨学 ࣗ֎௨学

ୈᶗ۠分 38300 ԁ 75800 ԁ

ୈᶘ۠分 25600 ԁ 50600 ԁ

ୈᶙ۠分 12800 ԁ 25300 ԁ

ୈᶚ۠分   9600 ԁ 19000 ԁ
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  ظ࣌ूื  

ᶃ定期࠾用
。されるありますࢪ用（ळ）が࣮࠾࣍則、ຖय़に奨学生のืूを行います。ೋݪ　
ᶄ家計ٸม࠾用

家計ٸมの場合は通でਃࠐを受けけます。ただし、家計ٸมの事༝がൃ生したとき͔ら͔݄̏以内にਃしࠐΉ
必要があります。
ৄ細は本学生支援ػ構（+A440）ϗームϖージを確認してください。

ᶅ高等教育修学支援制度
2020 度͔らվたに運用が開࢝された高等教育修学支援制度は、本学生支援ػ構の「給奨学金」、および
在学校での「授業料減免」の̎つの支援で構成されています。高等教育修学支援制度は、本学生支援ػ構の給
奨学金と授業料減免の྆制度にਃࠐΉ必要があり、給奨学金の支援۠分に応じて、授業料減免および入学金
減免の支援を受ける͜とが出དྷます。
ਃ方法等のৄ細については、UN*PA 掲ࣔにఴするืू要項等で確認してください。

【２】ΤΫηϨϯト奨学金
　学業（ڀݚจ等をؚΉ）、資格取得、จԽܳ術、ࣾ会活動の分で優れた成Ռをあ͛、ଞの学生の模ൣとなる学生に
対して奨学金を給する本学ಠ自の奨学金制度です。ฦؐのٛ務はなく、શ学の大学生を対とします。

  奨学金のछྨ 

छྨ ରऀڅ 金ֹ
̖種 特に優れた者 300000 ԁ
̗種 優れた者 150000 ԁ

  ظ࣌ूื  

˔後期
　ਃࠐ方法等のৄ細については、UN*PA 掲ࣔにఴするืू要項等で確認してください。

  奨学金の૬ஊはʮ大学૬ஊ૭ޱʯ  

　制度のมߋ等により、্ه奨学金情報はมߋとなる場合があります。
　本学で、奨学金に関する事務は、大学૯合૭ޱで取扱います。奨学金について確認したい事項があれ、大学૯合૭
。に問い合Θせしてくださいޱ

ͦのଞの奨学金支援にͭいͯ

している各種奨学金制度があります。͜れら奨学金ࢪொଜ・民ؒ団体が࣮ࢢ奨学金以外に、各ಓ県・各ه্　
の情報は大学ϗームϖージ及び本学生支援ػ構（+A440）ϗームϖージ等に掲載されていますので、確認してく
ださい。
　また学生のੵۃ的なチャレンジや個ੑ的な取り組Έを応援する大学ಠ自の制度あります。制度のৄ細は、 
UN*PA 掲ࣔでおらせします。
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山梨学院大学にΑる学費等ݮ໔੍にͭいͯ

山梨学院大学εΧϥγοϓ生授業料ݮ໔

　本学における学術奨ྭࡦのҰとして、本学入学者選ൈにおいて特に優लな成績で合格した者をスカラシップ生と
して選ൈし、学費等納入金を減免します。スカラシップ生が在学中に成績や行がѱԽした場合はͦの資格を取りফ
します。ৄ細は、大学૯合૭ޱにお問い合Θせください。

山梨学院大学にΑる留学生向け授業料໔আͱ奨学金にͭいͯ

　本学では、ΈなさΜが大学でのษڧにྭめるよう、留学生を対とした授業料減免や奨学金の制度をઃけています。

໔ݮਓ留学生授業料ࠃ֎費ࢲ

　本学に在学する私費外国人留学生の経済的ෛ୲をܰ減する͜とを目的に、授業料を減免する（安くする）制度です。
ຖ、ਃを行い、大学の৹ࠪを受ける必要があります。

（１）ରऀ
　山梨学院大学に在学する私費外国人留学生で、࣍のᶃʙᶇのશての条件をຬたす者

ᶃ学෦ 国際リベラルアーツ学部以外の各学部

ᶄ学生۠ 正規生　　˞短期留学生・科目等履修生・聴講生等は対外です

ᶅ在留資֨ 留学　　　˞ଞの在留資格の学生は対外です

ᶆࡁܦత݅
経済的理༝により修学がࠔ難である͜と
˞۩体的には経費支ห者͔ら受け取る送り（学費等納入金を除く）のฏֹ݄ۉが本ԁ

算で̕ສԁ以下である͜と

ᶇଞの໔আ੍ ଞの制度による授業料のશֹ免除またはҰ部免除を受けていない͜と
˞スカラシップ生、スポーツ特別ڧԽ指定選手は対外です

【ҙʳ以下の学生は、授業料減免をߋ৽できませΜ（࣍の度の授業料減免を受けられませΜ）。
ᶃ在留資格が「留学」でなくなった学生
ᶄ国費外国人留学生に࠾用された学生
ᶅ̍生ऴྃ時の修得୯位が 8 ୯位ະຬの大学̍生
ᶆ̎生ऴྃ時の修得୯位が 40 ୯位ະຬの大学̎生
ᶇ̏生ऴྃ時の修得୯位が 80 ୯位ະຬの大学̏生
ᶈ正当な事༝がなくඪ४修業ݶを͑て、なお、在籍している学生（̐ؒよりく在籍している学生）
ᶉ出੮ৗではなく成業の見ࠐΈがない学生
ᶊ学則に基づきఀ学または܇告の懲戒処分を受けた学生
ᶋਃ度において、લ期分や後期分の学費等納入金を期までに納入しな͔った学生
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（２）授業料のݮ໔
　各学期の授業料͔ら、以下の減免の分をࠩしҾきます。
　˞ਃ者の出国・Ҭ及び学校等の۠分に応じて、授業料の減免がҟなります。

˙ग़ࠃ・Ҭ۠

ग़ࠃ・Ҭ۠ 授業料໔আ

۠分 A　当該国ຢはҬのҰ人当たり国民ॴ得が、
֓Ͷ 100 ສԁ以্ 200 ສԁະຬの場合

各期授業料の 20ˋ
ϚレーシアなͲ

۠分 #　当該国ຢはҬのҰ人当たり国民ॴ得が、
֓Ͷ 100 ສԁະຬの場合

各期授業料の 50ˋ
タイԦ国、インドωシアڞ国、ϑィリピンڞ国、ベトφム
ࣾ会ओٛڞ国、Ϟンΰル国なͲ

˙ಛผఏ۠ߍܞ

ಛผఏ۠ߍܞ 学ߍ名

۠分 A ฏࢢބ職業中等ઐ業学校

˙ਃのํ๏ͱݶظ
˔１年࣍
　出ئॻྨҰࣜの中に授業料減免ਃॻがؚまれており、出ئ期ݶがఏ出期ݶ（入学લにਃऴྃ）になります。
˔２年࣍Ҏ߱
続手続きについては、UN*PAܧ　 掲ࣔを通しておらせします。

໔の取りফ͠ݮ˙
　授業料減免を受けた学生が࣍のᶃまたはᶄに該当する場合は、減免が取りফされる͜とがあります。
　ᶃ学則に基づき退学の懲戒処分を受けた場合
　ᶄ要件をຬたさないਃである͜とが໌した場合
減免が取りফされた場合、減免された授業料のશֹまたはҰ部をฦؐしなくてはならない͜とがあります。
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ਓ留学生ಛผ奨学金ࠃ֎費ࢲ

　本学における学術奨ྭࡦのҰとして、本ޠྗ及び学業において特に優लであり、͔つଞの学生の模ൣとなり
うる私費外国人留学生に対して奨学金を給する͜とを目的とした奨学金制度です。ຖ、ਃする͜とができます。

（１）ରऀ
　山梨学院大学に在学する私費外国人留学生で、以下の本ޠ要件をຬたす者
ᶃ A 種特別奨学生

࣍の在学年࣌څ ཁ　݅

ୈ̍࣍

のશての要件をॆたす者࣍
ᶃ入学時に本ޠྗ試験（+-P5）N ̍レベルに合格している͔、または、࣮用本ݕޠ定

（+�5&45）४ # 級に合格している͜と。
ᶄ入学後に࣮ࢪする本ޠྗに関する学内試験の݁Ռがۃめて優लである͜と。

ୈ̎࣍

ୈ̍࣍ऴྃ時で࣍のશての要件をॆたす者
ᶃ本ޠྗ試験（+-P5）N ̍レベルに合格している͜と。
ᶄྦྷੵ修得୯位が 20 ୯位以্である͜と。
ᶅྦྷੵグレード・ポイント・アベレージ（以下、「GPA」という。）が 3�3 ポイント以্である͜と。

ୈ̏࣍

ୈ̎࣍ऴྃ時で࣍のશての要件をॆたす者
ᶃ本ޠྗ試験（+-P5）N ̍レベルに合格している͜と。
ᶄྦྷੵ修得୯位が 40 ୯位以্である͜と。
ᶅྦྷੵ GPA が 3�3 ポイント以্である͜と。

ୈ̐࣍

ୈ̏࣍ऴྃ時で࣍のશての要件をॆたす者
ᶃ本ޠྗ試験（+-P5）N ̍レベルに合格している͜と。
ᶄྦྷੵ修得୯位が 80 ୯位以্である͜と。
ᶅྦྷੵ GPA が 3�3 ポイント以্である͜と。

ᶄ # 種特別奨学生

࣍の在学年࣌څ ཁ　݅

ୈ̍࣍

のશての要件をॆたす者࣍
ᶃ入学時に本ޠྗ試験（+-P5）N ̎レベルに合格している͔、または、࣮用本ݕޠ定

（+�5&45）C 級に合格している͜と。
ᶄ入学後に࣮ࢪする本ޠྗに関する学内試験の݁Ռが優लである͜と。

ୈ̎࣍

ୈ̍࣍ऴྃ時で࣍のશての要件をॆたす者
ᶃ本ޠྗ試験（+-P5）N ̎レベルに合格している͜と。
ᶄྦྷੵ修得୯位が 20 ୯位以্である͜と。
ᶅྦྷੵ GPA が 3�0 ポイント以্である͜と。

ୈ̏࣍

ୈ̎࣍ऴྃ時で࣍のશての要件をॆたす者
ᶃ本ޠྗ試験（+-P5）N ̍レベルに合格している͜と。
ᶄྦྷੵ修得୯位が 40 ୯位以্である͜と。
ᶅྦྷੵ GPA が 3�0 ポイント以্である͜と。

ୈ̐࣍

ୈ̏࣍ऴྃ時で࣍のશての要件をॆたす者
ᶃ本ޠྗ試験（+-P5）N ̍レベルに合格している͜と。
ᶄྦྷੵ修得୯位が 80 ୯位以্である͜と。
ᶅྦྷੵ GPA が 3�0 ポイント以্である͜と。
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【ҙʳ以下の学生は、͜の奨学金の対外です。
ᶃ国際リベラルアーツ学部の学生
ᶄ短期留学生・科目等履修生・聴講生等
ᶅ在留資格が「留学」以外の学生
ᶆଞの制度による授業料のશֹ免除またはҰ部免除を受けている学生
　（スカラシップ生、スポーツ特別ڧԽ指定選手）
ᶇ休学中の学生
ᶈ留や卒業延期なͲで、大学に̐ؒ以্在籍している学生（休学なͲ正当な理༝がある場合は除く）

ਓ༺࠾ͼٴֹڅ（２）
　奨学金の給ֹ及び࠾用人は、以下のとおりです。

छྨ ֹڅ ਓ༺࠾

A 種 授業料ֹ・
教育ॆ࣮費શֹ

当該学に在籍する私費外国人留学生（ただし、国際リベラルアーツ学部の外国人留
学生を除く。）の人の̏ˋを্ݶとする。

# 種 授業料ֹ 当該学に在籍する私費外国人留学生（ただし、国際リベラルアーツ学部の外国人留
学生を除く。）の人の̓ˋを্ݶとする。

˞ A 種奨学金と # 種奨学金は、同Ұ度においてซ給できませΜ。
˞給は、A 種については給対者の入学度の学費のうͪ、授業料ֹ及び教育ॆ࣮費に૬当する金ֹの給、 

# 種については給対者の入学度の授業料ֹに૬当する金ֹの給を行います。

（３）ਃ
　ਃ方法等のৄ細については、UN*PA 掲ࣔにఴするืू要項等で確認してください。

（４）奨学金の取りফ͠
　奨学金を給された学生が࣍のᶃ͔らᶅに該当する場合は、給が取りফされる͜とがあります。
ᶃ学則に基づき懲戒処分を受けた場合
ᶄ学業成績や生活ଶ度が特別奨学生として;さΘしくない場合
ᶅӕやෆ正なͲに基づくਃにより、本当は͜の奨学金の対者ではない͜とが໌した場合

給が取りফされた場合、奨学金のશֹまたはҰ部をฦؐしなくてはならない͜とがあります。
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อݥのհ

学生ڭҭࡂڀݚইอݥ

　本学では、શ学生を対に、「学生教育ڀݚ災害ই害保ݥ」にՃ入しています。ສҰέΨなͲをした場合は、保健管理
ࣨまで届け出てください。

（１）ิঈର
　保ݥがద用される場合は、以下のとおりです。
ᶃ正課中ɿ講ٛ、࣮श、ԋशまたは࣮ٕなͲの授業中と、ͦれらに関するڀݚ活動を行っているؒのই害事ނ。
ᶄ学校行事中ɿ入学ࣜ、卒業ࣜ、オリエンςーシϣンなͲ、大学がओ࠵する学校行事中（学ԂࡇؚΉ）のই害事ނ。
ᶅ学校ࢪઃ内にいるؒ
ᶆ課外活動中ɿ学校ࢪઃ内またはΩャンύス外（ୠし大学に届け出た活動）で行う課外活動中のই害事ނ。
˞通学中、学校ࢪઃ等૬ؒޓの移動中の事ނにはద用されませΜ。

（２）ิঈ内容
छྨ

۠ ਖ਼՝த·ͨは学ߦߍ事த 学ࢪߍઃ内 ՝֎活ಈத

ࢮ 1200 ສԁ 600 ສԁ 600 ສԁ

Ҩোޙ ো害の程度により 72ʙ1800 ສԁ ো害の程度により 36ʙ900 ສԁ ো害の程度により 36ʙ900 ສԁ

ҩྍ によりྍ࣏ 3000 ԁʙ30 ສԁ
	 ྍ࣏ 1 以্ 


によりྍ࣏ 6000 ԁʙ
30 ສԁ 	 ྍ࣏ 4 以্ 


によりྍ࣏ 30000 ԁʙ
30 ສԁ（ྍ࣏ 14 以্）

ೖ院 	 日ֹ 
 4000 ԁ 4000 ԁ 4000 ԁ

（３）อ͕ݥ支ΘΕͳい場߹
ᶃނҙ、ಆ૪行為、൜ࡑ行為、自ࡴ行為、࣬ප、自然災害、ແ資格・ༀ物使用・ञਲ運転による事ނの場合。
ᶄ規定のྍ࣏にຬたない場合。（課外活動中はྍ࣏ 14 以্のই害が保ݥの対）
に（算されるにྍ࣏定しているݻの場合はΪブスでંࠎ）についての考͑方は、έΨの種ྨྍ࣏˞

よってҟなるので、自分でஅせͣに、必ͣ保健管理ࣨに૬ஊする͜と。

学ࡂݚଳഛঈอݥ

　正課や学校行事、また学校の認める課外活動やインターンシップおよびͦのԟ復で、事ނ等によりଞ人にέΨをෛ
Θせた場合、またଞ人の࢈ࡒ物をଛյした場合等において法্のଛ害ഛঈをෛ୲する͜とによって被るଛ害に
ついて保ݥ金をお支いします。
　支ݶ度ֹɿ対人ഛঈ・対物ഛঈ　対人ഛঈと対物ഛঈ合Θせて 1 事ނにつき 1 ԯԁ

（１）ิঈର
　保ݥがద用される場合は、以下のとおりです。
ᶃ正課ɿ講ٛ、࣮験、࣮श、ԋशまたは࣮ٕにる授業
ᶄ学校行事ɿ学校のओ࠵する入学ࣜ、オリエンςーシϣン、卒業ࣜなͲ学校が教育活動のҰとして行う各種行事
ᶅ課外活動ɿ学校の規則にのっとったॴ定の手続きによるインターンシップまたはϘランςィア活動（クラブ活動はؚ
　　　　　　まれませΜ。）
ᶆԟ復ɿ被保ݥ者が্هᶃʙᶅに規定する活動へのࢀՃを目的としたͦのॅډと活動場ॴとなるࢪઃのؒを合理的な経
　　　　࿏および方法により移動中に行った行為
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山梨学院大学で留学生活ΛૹるΈͳ͞Μ

　৽入生のΈなさΜは͜れ͔ら山梨学院大学で留学生として学生生活を送ります。
　本での生活がॳめての৽入生ଟい͔とࢥいます。本人学生やଞ国͔らの留学生とҰॹに生活をする中で、ݴ
༿の問だけでなく、国との考͑方やश׳のҧいなͲにށう͜と出てくるはͣです。ͦのような時にはҰ人で
まͣ、大学૯合૭ޱへདྷてください。
　༗ҙٛでॆ࣮した留学生活を送ってください。

大学のఏग़͕ඞཁͳ資料・情報

　大学では留学生のΈなさΜのదな在籍管理を行うため、下ه資料・情報のఏ出をٻめています。大学͔らٻめられ
たらや͔にఏ出する΄͔、情報にมߋがあった場合必ͣ報告するようにしてください。

【ఏग़͕ඞཁͳ資料】

ᶃ在留Χーυ
ᶄύεポート

　在留カードの情報、ύスポートの情報は、在籍管理・出入国在留管理ிへの報告に使うため、大
学૯合૭ޱでコピーを保管します。
　留学生は、以下の際にや͔に大学までఏ出してください。

・入学した時（Ψイダンスの時）
・在留期ؒをߋ৽した場合や、在留資格をมߋした場合
・在留カードにه載されている情報がมΘった場合
・ύスポートߋ৽した場合

ʻ必要なコピーՕॴʼ
・在留カードの表ཪ྆໘
・ύスポートのࣸإਅϖージ
・資格外活動ڐՄのシールがషってあるϖージ

【ਃ͕ࠂඞཁͳ情報】

ᶃ現ॅ所
ᶄܞଳి൪߸
ᶅอऀޢの情報
ᶆΞルόイトঢ়گ

の情報は、大学͔ら留学生のօさΜに࿈བྷをとるため、正確にѲする必要があります。Ψهࠨ　
イダンスの際や、各学期の履修登録時等に UN*PA でのਃ告をٻめますので、必ͣ࠷৽の情報にߋ
৽してください。

 ˞学生に情報のߋ৽を UN*PA 掲ࣔ等で定期的にٻめる場合ありますので、見ಀさないようにしてください。

ΈなさΜにఏ出していただいた্هのॻྨ、及びͦれにه載された個人情報は、「個人情報保護に関する法」
及び本学が定める「個人情報の保護に関する規則」により取り扱います。（ৄ細は「個人情報の保護に関する本
学の取組」をࢀরしてください。）
ΈなさΜの個人情報は、本学の教育ڀݚ及び学生支援に必要な業務を行するために利用される΄͔、外国人学
生の在籍管理のために利用されます。͜れらの目的以外に個人情報は利用されませΜ。

̑章　ཹֶੜͷΈͳ͞Μ

5�



在留資֨ͱࠃؼに関するखଓ͖・ҙ

在留Χーυ

　留学生のΈなさΜは、「出入国管理及び難民認定法」（入管法）という法に基づいて本に在留しています。本学
では、ΈなさΜが͜の法を守って留学生活を送れるよう、ΈなさΜを支援・指ಋします。

˙在留Χーυのํݟ

มߋがあると
ཪ໘にه載さ
れます。

在留カード൪߸

දɹ໘

ཪɹ໘

在留資格「留学」で
は、就職する͜とは
できませΜ。ڐՄな
く就職をした場合は

「ෆ法就࿑」となり
േせられます。

ॅॴมߋの手続きは
ॴで行い、୲当ࢢ
したࢢॴのҹがೀ
されます。

期ؒߋ৽ਃが受理
されるとʲ在留期ؒ
Մਃ中ʳとڐ৽ߋ
ҹࣈされます。

在留資格が
れてしまう
です。

ॅॴがมΘる
と৽しいॅॴ
がه載されま
す。

「資格外活動ڐ
Մ」が認めら
れるとҹࣈさ
れ て、 ܾ め ら
れた時ؒ内で
アルόイトを
する͜とがで
きます。
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【在留Χーυに関するҙ】

（１）在留Χーυは、ඞͣ、いͭͪ࣋า͘͜ͱʂ
　法により、在留カードをৗにܞଳする͜とがٛ務づけられています。ܞଳしていな͔った場合にはേ則がありま
す。

（２）Ҿͬӽ͠Λͨ͠場߹は、14 日Ҏ内にࢢ所でखଓ͖Λする͜ͱʂ
　Ҿっӽしをした場合は、法により 14 以内にॅॴに関する手続きをしなくてはなりませΜ。ࢢॴに在留カー
ドを࣋っていき、必要な手続きを行ってください。

（３）在留Χーυの情報にม͕ͨͬ͋ߋ場߹は、14 日Ҏ内にग़ೖࠃ在留ཧہでखଓ͖Λする͜ͱʂ
があった場合は、法によりߋ生݄、ੑ別、国籍・ҬなͲにม、໊ࢯ　 14 以内に出入国在留管理ہで手続
きをしなくてはなりませΜ。

（４）在留Χーυ͕৽͘͠ͳͬͨ場߹、在留Χーυの情報͕มΘͬͨ場߹は、大学૯߹૭ޱにίϐーΛఏग़する͜ͱʂ
　在留期ؒߋ৽や在留資格มߋなͲで৽しい在留カードがൃ行された場合や、在留カードにه載されているॅॴや資
格外活動ڐՄなͲの情報がมΘった場合は、大学૯合૭ޱにコピーをఏ出してください。

（５）在留ΧーυΛฆࣦͨ͠場߹は、14 日Ҏ内にग़ೖࠃ在留ཧہにͯߦൃ࠶のखଓ͖Λ͜͏ߦͱʂ
　在留カードをฆ失した場合、ͦの事࣮をった͔ら 14 以内に方出入国在留管理ہで在留カードの再交ਃ
をしなけれなりませΜ。
　し在留カードをなくしてしまったら、大学૯合૭ޱで再ൃ行の手続きをサポートします。
　なお、ύスポートをなくしてしまった場合は、本国内にある国の大使ؗに再ൃ行の手続きについて問い合Θせ
てください。

ʮ留学ʯの在留資֨

　留学生のΈなさΜのଟくは、「留学」の在留資格で本に在しています。͜れは、「本の教育ػ関に在籍して教
育を受ける活動」を行う外国人に与͑られる在留資格です。つまり、ΈなさΜは、出入国在留管理ہに「大学に通い、
授業を受け、ษڧする」目的で本に在留する͜とを認めてらっています。
　山梨学院大学による留学生けの授業料減免や奨学金は、在留資格が「留学」である͜とが条件です。学外の奨学
金のଟく同༷です。

˙在留資֨Λʮ留学ʯにม͑ͨい場߹（ʮ在留資֨มڐߋՄਃʯ）
　ଞの在留資格͔ら「留学」資格へม͑たい場合は、「在留資格มڐߋՄਃ」という手続きが必要です。手続きを
希望する学生は、大学૯合૭ޱに૬ஊにདྷてください。
˞自分で在留資格のมߋを行った学生は、必ͣ৽しい在留カードのコピーを大学૯合૭ޱにఏ出してください。
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˙ग़ೖࠃ在留ཧہに在留資֨Λ取りফ͞Εる場߹（ʮ在留資֨取ফ੍ʯ）
　在留資格「留学」の本དྷの活動を行う͜となく、本に 3 ͔݄以্在した場合、出入国在留管理͔ہら在留資格
を取りফされます。۩体的には、以下のঢ়ଶが 3 ͔݄以্続いた場合に取りফしの対になります。
　ᶃ期ؒの欠੮や休学なͲで、大学に通っていない場合
　ᶄ卒業・修ྃや退学・除籍なͲで山梨学院大学の学生ではなくなった場合

在留ؒظΛߋ৽ͨ͠い場߹（ʮ在留ߋؒظ৽ڐՄਃʯ）

　ΈなさΜのଟくは在学中に在留期ؒのຬྃをܴ͑、ߋ৽が必要になります。大学૯合૭ޱでは、ΈなさΜのߋ৽手続
きのਃॻྨの४උを支援します。ΈなさΜ自で出入国在留管理ہへ४උしたਃॻྨをఏ出しに行く͜とになりま
す。在留期ؒのߋ৽は、在留期ݶの 3 ͔݄લ͔らਃできます。在留期ؒをきͪΜと管理して、ૣめに大学૯合૭ޱへ
手続きにདྷてください。
　手続きには時ؒが͔͔りますので、時ؒに༨༟をってਃしてください。

【在留ߋؒظ৽࣌、学生ࣗで༻ҙ・࡞成するの】

ᶃ在留期ؒߋ৽ڐՄ 出入国在留管理ி HP にて入手Մ

ᶄূ໌ࣸਅ
（3DN ʷ 4DN）1 ຕ
3 カ݄以内にࡱӨ
ཪ໘に໊ࢯと生݄をॻく

ᶅύスポートのݪ本とコピー

ᶆ在留カードのݪ本とコピー

ᶇ経費支ห立ূ資料 ༬ஷ金通ாのコピー・経費支ห者の在職 � ऩ入ূ໌ॻ等

ᶈ手料納ॻ 手料　ऩ入ҹࢴ 6000 ԁ　　༣ศہຢはҰ部コンϏχでߪ入Մ

ᶉ資格外活動ڐՄਃॻ UN*PA・学生ポータルにて入手Մ

ᶊ在留カード໊ࢯࣈ表هਃ出ॻ UN*PA・学生ポータルにて入手Մ（希望者のΈ）

ᶋ入学ڐՄॻ
લ校（࠷ऴ学ྺ校）の成績ূ໌ॻ
ʗ卒業（修ྃ）ূ໌ॻ

必要とݴΘれた学生のΈ
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【在留ؒظのߋ৽に関するҙ】

（1）ग़੮・मಘ୯Ґ͕গͳい場߹成績͕ѱい場߹、ग़ೖࠃ在留ཧہの৹͕ࠪ͘͠ݫͳり·す。
　目安として、出੮は 70ˋ以下、2 生ऴྃ時に 72 ୯位を修得していない場合は、出入国在留管理ہに出੮ෆ・
୯位ෆを指ఠされます。ۃに修得୯位がগない場合、「留学」の活動をしていないと見なされ、在留期ؒߋ৽が
ෆڐՄとなりؼ国・退学しなくてはなりませΜ。

（2）大学૯߹૭ޱでは、मಘ୯Ґ成績ͳͲのঢ়͕گѱい学生にରͯ͠、໘ஊΛߦい·す。
　在留期ؒのߋ৽を希望する学生について、出੮・修得୯位・成績・アルόイト・学費納入なͲのঢ়گを確認します。
͜れらのঢ়گがѱいとஅされた学生に対しては、໘ஊを行います。
　໘ஊの݁Ռ、໌ら͔に在留期ؒߋ৽が難しい学生に対して出੮ෆྑ理༝ॻや修得୯位がগない理༝ॻのఏ出が
。められる場合がありますٻ

。ͳり·す͘͠ݫの৹͕ࠪہ在留ཧࠃ料ະいの場߹、ग़ೖݥอ߁ຽ݈ࠃ（3）
　1 以্国民健康保ݥの保ݥ料を納していると、在留期ؒߋ৽ڐՄਃを受けてら͑ませΜ。必ͣ手続લに
保ݥ料を納めてください。

大学Λٳ学ͨ͠い場߹

　පؾや家ఉの事情なͲの理༝で大学を休学したい場合、以下の͜とにҙしてください。

。学தは日ຊにいる͜ͱ͕で͖·ͤΜٳ（1）
　留学生は、本の大学でษڧする目的で、「留学」の在留資格を認めてらっています。したがって、大学でษڧ
を行Θないؒ（休学中）は、本に在留する͜とはできませΜ。

。学தはΞルόイトΛする͜ͱ͕で͖·ͤΜٳ（2）
　法により、「留学」資格の活動（大学のษڧ）を行っていないؒは、資格外活動（アルόイト）できませΜ。
しアルόイトをした場合は「ෆ法就࿑」になります。

。学する͜ͱ͕で͖·ͤΜٳ、ՄΛಘͳけΕڐ学ٳ（3）
　休学ڐՄを得るためには、休学ئを大学૯合૭ޱにఏ出しなけれなりませΜ。
　લ期ຢは 1 ؒの休学を希望する場合は、ͦの度の 5 ݄ 31 までに、後期の休学を希望する場合は、ͦの度
の 12 ݄ 28 までに休学ئを大学૯合૭ޱにఏ出する必要があります。なお、休学がڐՄされるためには、ͦの時
での学費等をશて支っている必要があります。

。தは在籍料Λ支͏ඞཁ͕͋り·すؒظ学ٳ（4）
　大学͔ら休学がڐՄされたら、大学が指定する期までに在籍料を支う必要があります。
　なお、1 ؒの学費等納入金をશて支い、度の్中͔ら休学をしたときは、在籍料を支った後に休学期ؒ中の
学費等がׂ݄ฦؐされます。
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【学ͱ෮学に関するྲྀΕٳ】
߹学の場ٳ（１）
　ᶃ大学૯合૭ޱで、休学したい͜とを૬ஊする。
　ᶄ「休学ئ」に必要事項をه入し、大学にఏ出する。
　　ˎ「休学ئ」の保ূ人ཝは、必ͣ保ূ人がه入してください。
　　ˎ休学したい理༝により、必要なఴॻྨがҟなります。　
　ᶅ大学͔ら休学ڐՄがおりたら、や͔にؼ国する。
　　ˎ休学中は本に在留する͜とができませΜ。
国したূؼ、国後にؼˎ　　 （໌ύスポートの出国時のスタンプのࣸਅ等）を、大学૯合૭ޱにϝールでఏ出してください。
　ᶆ「在籍料納通ॻ」が大学より届くので、在籍料を納する。

（２）෮学の場߹
　ᶃ休学期ؒのऴྃがۙづくと、大学͔ら復学についての案内が届く。
　ᶄ大学に「復学ئ」をϝール等でఏ出し、「在留資格認定ূ໌ॻ」のൃ行をґཔする。
　ᶅ「在留資格認定ূ໌ॻ」を大学͔ら受け取ったら、本に入国する。
　ᶆ在留カードとύスポートを大学૯合૭ޱにఏ出する。

˞休学時にアύートを退ڈして復学に合Θせて৽しくアύートをܖした場合、入国後にࢢॴに転入届をఏ出
しなけれなりませΜ。

山梨学院大学の学生でͳ͘ͳͬͨ場߹（ୀ学・আ籍）

　退学・除籍等によって、山梨学院大学の学生ではなくなった場合、「留学」の在留資格が失Θれます。ࠓまでͲお
り本での生活を続けると、法ҧになります。以下の͜とにҙしてください。

（1）す͙にࠃؼする͜ͱʂ
　在留期ؒがまだっている場合で、退学・除籍後はす͙にؼ国する͜と。大学の学籍がなくなった人は、「留学」
の在留資格がແޮになります。͜のঢ়ଶで本に在を続けた場合、「ෆ法留」になります。
　「留学」資格を失った人の情報は、出入国在留管理ہѲしています。（大学では、卒業・修ྃ・退学・除籍・ॴ
在ෆ໌の留学生を出入国在留管理ہとจ部科学লに定期的に報告しています。）

国すると、後ؼやղなͲの手続きを必ͣ行ってください。手続きを行Θͣにڈ国するときは、アύートの退ؼ˞
で大きなトラブルになる͜とがあります。

（2）Ξルόイトはす͙にΊる͜ͱʂ
　退学・除籍になった͔ら、資格外活動（アルόイト）はできませΜ。しアルόイトをした場合は「ෆ法就࿑」
になります。

【ҙʂ】学生でͳ͘ͳͬͨޙ日ຊにりଓけͨ場߹（ෆ๏留）の罰則・ॲ
以下の場合は、േ金・ݻې・懲のܐや、退ڧڈ制処分（国にڧ制的に送りฦされる͜と）の対になります。

ҧの内容 罰則・ॲ

山梨学院大学の学生でなくなった後「留学」の在
留資格のまま本にり続けている（ෆ法留） ·ॲにͳり੍ڧڈにัまり、ඞͣୀہ出入国在留管理・ܯ

す。（ࡋで懲またはې᭛の࣮ܐになった場合、ܐ務ॴで
した後に、退ڧڈ制処分になります。）山梨学院大学の学生でなくなった後アルόイト

をしている（ෆ法就࿑）

ୀ੍ڧڈॲΛडけͨ場߹、ݪ則ͱͯ͠ 5 年ؒ、日ຊೖࠃで͖ͳ͘ͳり·す。
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ଔ業・मྃલに大学で͏ߦखଓ͖ͱ、ͦのޙの在留資֨にͭいͯ

˙ଔ業ࣜ・学Ґ授༩ࣜのҊ内
　卒業ࣜ・学位授与ࣜの案内を、UN*PA にて掲ࣔしますので必ͣ確認してください。͜の案内には、卒業ূ໌ॻの
ਃしࠐΈ方法なͲ、大事な情報が載っています。
　य़休Έに国にؼ国する場合は、卒業 ・ࣜ学位授与ࣜの 2 िؒલには再入国し、卒業ࣜの案内を確認してください。

˙大学͔Βआりͯいるのฦ٫
　大学͔らआりている物（ਤॻؗの本なͲ）は卒業・修ྃ時に必ͣฦ٫してください。

˙在留資֨にͭいͯ
　卒業・修ྃ後、本で進学ઌや就職ઌがܾまっている場合は、進学ઌ・就職ઌに合Θせて必要な手続きを行ってく
ださい。本で就職活動を続けたい場合、在留資格のมߋが必要です。ͦれ以外の場合は、在留期ؒがっていて、
卒業・修ྃ後す͙にؼ国してください。
　【ҙ】卒業・修ྃした͔ら、Ξルόイト（資֨֎活ಈ）はで͖·ͤΜ。

˙ࠃにࠃؼする場߹
　国にؼ国する場合は、アύートの退ډや、ۜ行・8J�'J なͲのղ手続きを必ͣ行ってください。手続きを行Θ
。国すると、後で大きなトラブルになる͜とがありますؼͣ

˙日ຊでਐ学する場߹
　山梨学院大学͔ら本国内のଞの教育ػ関に進学する場合は、以下の手続きが必要です。

（1）ʮ活ಈػ関に関するಧग़ʯのఏग़
・ఏ出期ݶ　卒業・修ྃ後 14 以内
・ఏ 出 ઌ　د࠷りの方出入国在留管理ہ
・ఏ出ॻྨ　法務লのウΣブサイト͔らダウンロードできます。（XFC での届出Մ）
IUUQT���XXX�NPK�HP�KQ�JTB�BQQMJDBUJPOT�QSPDFEVSFT�OZVVLPLVLBOSJ10@00014�IUNM

（2）ਐ学ઌでの在留ؒظのߋ৽खଓ͖
　進学ઌの教育ػ関の指ࣔにैって、「在留期ؒߋ৽ڐՄਃ」を行ってください。

˙日ຊで就職͕ܾ·ͬͯいる場߹（ʮ在留資֨ߋ৽ڐՄਃʯ）
　本国内の企業なͲに就職する場合は、「ٕ術・人จࣝ・国際業務」なͲの就࿑Մな在留資格にมߋする必要
があります。就職ઌの企業と出入国在留管理ہに૬ஊして、在留資格のมߋਃを行ってください。
　大学૯合૭ޱでは取࣍ਃはできませΜが、ਃに必要なॻྨを用ҙしています。

˙ଔ業・मྃޙに日ຊで就職活ಈΛଓけͨい場߹　（在留資֨ʮಛఆ活ಈʯのมߋਃ）
　在学中͔ら就職活動を行っているが࠾用内定が得られͣ、卒業・修ྃ後本で就職活動を続けたい場合は、在留
資格を「留学」͔ら「特定活動（ܧ続就職活動）」にมߋする͜とで、在を延する͜とができます。ʮಛఆ活ಈ（ܧ
ଓ就職活ಈ）ʯでは 6 ͔݄の在留期ؒが認められ、1 ճまでߋ৽がՄです。（࠷ 1 ؒの在留がՄになります。）
ਃには大学のʮਪનঢ়ʯが必要です。ਪનঢ়のൃ行には以下の条件をຬたしていなけれなりませΜ。希望者は大
学૯合૭ޱに૬ஊにདྷてください。
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【ਪનঢ়のൃߦ݅】
ᶃ在学時͔らܧ続して就職活動を行ってきた͜と
ᶄ本ޠྗ試験 N2 以্に合格している͜と
ᶅྦྷੵ GPA が 2�80 以্である͜と
ᶆ就職活動報告ॻおよびࠓ後の就職活動計画ॻをఏ出する͜と
ᶇ経費支หを立ূする資料をఏ出する͜と

【ҙ】
ᶃ 「特定活動（ܧ続就職活動）」の在留期ؒをߋ৽する場合は、৽たなਪનঢ়が必要です。࠷ॳの 6 ͔݄ؒに行った

就職活動の࣮績をূ໌する資料を用ҙしてください。
ᶄ「資格外活動ڐՄ」同時にਃする͜とができます。͜の場合、1 ि 28 時ؒ以内でアルόイトがՄになります。
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Ⅶ
諸規程





　大学における学生生活や学修に関するさまざまな活動におけるルールは、「学則」および「規程」にて、ひとつひ
とつ定められています。規程は、以下サイトに掲載しますので、必要に応じて、確認してください。

 学則・規程掲載場所：学生向けポータルサイト（事務系）> 大学規則・資料 > 2．学則・規程

【掲載規程一覧】　※掲載する規程は、2025 年 3 月 1 日現在の情報です。

0.　山梨学院大学学則

１．学籍・授業・試験・成績等に関する規程

No 内容 関連規程名

1 学位授与について ・山梨学院大学学位規則

2 授業、出欠、試験について
・山梨学院大学授業に関する規程
・授業の公欠に関する内規
・山梨学院大学試験に関する規程

3 各学部の履修、進級、卒業条件について

・山梨学院大学法学部履修規程
・山梨学院大学経営学部履修規程
・山梨学院大学健康栄養学部履修規程
・山梨学院大学スポーツ科学部履修規程
・山梨学院大学国際リベラルアーツ学部履修規程

4 教職課程の履修について ・山梨学院大学教職課程履修規程

5 管理栄養士国家資格の受験資格取得に必要な科
目について ・管理栄養士養成課程並びに栄養士養成課程履修規程

6 グレード・ポイント・アベレージ（GPA）の
計算方法や取扱いについて

・法学部・経営学部・健康栄養学部・スポーツ科学部のグレー
ド・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則

・国際リベラルアーツ学部のグレード・ポイント・アベレージ
の取扱いに関する細則

7 成績公開後の成績問合せや成績訂正が生じる場
合の運用について

・山梨学院大学学生による成績問合せに関する規程
・山梨学院大学教員による成績訂正に関する規程

8 在籍管理（休学・復学、退学、卒業延期）に関
する各種ルールについて

・山梨学院大学休学及び復学の手続きに関する規程
・山梨学院大学退学手続きに関する規程
・山梨学院大学退学勧告に関する規程
・山梨学院大学卒業延期手続きに関する規程
・山梨学院大学履修届をしない者の除籍手続規程

9 別の学部・学科に移りたい、退学した後に再入
学したい

・山梨学院大学転学部・転学科規程
・山梨学院大学再入学に関する規程

10 本学の学生以外で、本学で開講されている授業
を履修・聴講したい

・山梨学院大学法学部・経営学部・健康栄養学部・スポーツ科
学部科目等履修生規程

・山梨学院大学国際リベラルアーツ学部科目等履修生規程
・山梨学院大学聴講生規程
・山梨学院大学特別聴講学生規程

11 本学の学士課程と同時に、協定に基づく外国の
大学等の学位授与を目指したい

・ダブル・ディグリー・プログラムにおける学内選考に関する
規程

・山梨学院大学経営学部－中国西安交通大学経済金融学院ダブ
ル・ディグリー・プログラムにおける学内選考に関する規程

12 授業の補助業務等を行うスチューデント・アシ
スタント制度について ・山梨学院大学スチューデント・アシスタントに関する規程
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２．学生生活に関する規程

No 内容 関連規程名

1 学生が学内で遵守すべき事柄について ・山梨学院大学学生に関する規程

2 大学における正課外活動に関する事項 ・山梨学院大学課外活動団体に関する規程
・山梨学院県人会に関する規程

3 学生寮やクラブハウスに関する事項 ・学生・生徒寮規程
・クラブハウス使用に関する規程

4 大学構内で拾得される遺失物の取扱いについて ・山梨学院大学遺失物取り扱い規程

３．学費・賞罰・奨学金に関する規程

No 内容 関連規程名

1 学費に関する事項について ・山梨学院大学学費等納入金に関する規程

2 授業料の減免や各種奨学金等について
・山梨学院大学エクセレント奨学金規程
・山梨学院大学学生寮寮費減免に関する規程
・山梨学院大学スカラシップ生規程

3 懲戒処分に該当する行為や懲戒処分の内容について ・山梨学院大学学生懲戒手続規程

4 学生が考案した企画に対する経済的支援について ・山梨学院大学チャレンジ制度規程

5 災害等に遭った場合の経済的支援について ・山梨学院大学大規模自然災害被災学生等学費減免規程
・山梨学院大学被災学生への見舞金支給規程

6 優れた功績のあった在学生および卒業生に対する表
彰制度について

・創立者古屋賞規程
・山梨学院大学スチューデンツオブザイヤー賞規程

４．留学・留学生に関する規程

No 内容 関連規程名

1 本学在学中、海外に留学する場合の取扱いについて

・海外留学する者の取扱いに関する規程
・在学中に海外留学する者の定期試験、履修登録に関す

る取扱い細則
・ 協定校派遣留学生及び認定留学生送り出しに関する内規

2 海外留学を行う際の経済的支援について ・山梨学院大学海外留学支援制度規程
・山梨学院大学派遣留学費用の補助に関する規程

3 学術交流協定に基づく科目等履修生等の受入について ・山梨学院大学学術交流協定に基づく短期留学生の取扱
いに関する規程

4 本学に在学する私費外国人留学生の経済的支援について

・山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程
・山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程細則
・山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金規程
・山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金規程細則

5 難民高等教育プログラムの運用について ・山梨学院大学 UNHCR 難民高等教育プログラム難民学
生支援規程
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５．就職支援に関する規程

No 内容 関連規程名

1 本学を通じて就職を希望する学生が遵守するルール
について 山梨学院大学就職斡旋規程

６．大学における情報資産の取り扱いに関する規程

No 内容 関連規程名

1 本学における個人情報保護に関する取組について 個人情報の保護に関する規則

2 大学が管理するコンピューターの利用について コンピューター等利用規則
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